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早稲田南町児童館等複合施設新施設及び現施設活用方針について 

 

 

 早稲田南町児童館等複合施設新施設及び現施設の活用については、令和５年６月に決定し

た方針（案）の地域説明会及び意見募集を実施し、その結果を令和５年 11月に議会へ報告し

ている。 

また、牛込保健センター等複合施設の杭破損事故により、弁天町保育園の新施設移転時期

が未定となったため、鶴巻南公園の仮園舎を活用する本活用方針（案）にも影響があること

から、牛込保健センター等複合施設の建設工事の進捗を踏まえ再度検討することも併せて議

会に報告したところである。 

この度、牛込保健センター等複合施設が竣工し、令和７年 11 月から運営開始することに伴

い、本活用方針（案）について、現在の施設需要を考慮し、意見募集の実施結果を踏まえ、

新宿区施設活用検討会で検討し、下記のとおり活用方針を決定した。なお、スケジュール及

び整備工程についても見直しを行った。 

 

 

記 

 

１ 検討の経緯 

時期 内容 

令和 5年 6月 活用方針（案）の決定 

令和 5年 7月～8月 地域説明会・意見募集 

令和 5年 11月 地域説明会及び意見募集の実施結果を議会報告 

令和 7年 7月 牛込保健センター等複合施設の開設日が令和 7年 11月に

なることを議会報告 

令和 7年 7月～10月 現在の施設需要や活用方針（案）に対する意見募集の実

施結果を踏まえた施設活用検討 

 

 

２ 早稲田南町児童館等複合施設新施設及び現施設活用方針 

  新宿区施設活用検討会で検討した結果、原案のとおり活用方針を決定する。活用方針の

概要については以下のとおり。 
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（１）新施設 

安心できる子育て環境の整備として保育園、児童館、学童クラブ及び児童発達支援

センター「あいあい」を整備するとともに、高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けら

れ、高齢者の健康及び福祉の増進を図るため地域ささえあい館を整備する。 

 

ア 私立保育園 

早稲田南町保育園及び分園は、利便性の高い地域にあることや、両園とも一定の

園庭等が確保されていることから入所率も高い。また、この地域では継続的な保育

ニーズが見込まれることから、引き続き園庭を有する保育園を整備する。なお、新

施設に整備する保育園は、公共施設等総合管理計画の基本方針に基づき、民営化に

よる私立保育園とする。 

 

イ 地域ささえあい館 

施設の建替えにより早稲田南町地域交流館から、（仮称）早稲田南町地域ささえあ

い館に機能転換し、高齢者及び障害者が住み慣れた地域で暮らしやすい地域社会を

形成できるよう、高齢者及び障害者の自立を支援し多世代が互いに支え合う「地域

支え合い活動」の担い手を育成・支援する。なお、早稲田南町地域交流館に、これ

までふれあいの場として設置した風呂については、介護予防に資する活動、体力の

向上を目的とした活動、多世代が互いに支え合う「地域支え合い活動」の場として

機能を充実させるため機能転換する。  

 

  ウ 児童館 

現在の早稲田南町児童館は、学童クラブを含め約４００㎡と中規模の児童館であ

るが、学童クラブ需要が高いことから、児童館としての機能を行う部屋の広さが不

足するなどの課題が生じている。そのため、新施設を建設し現在より広いスペース

を確保することで、児童館としての機能を果たしていく。 

 

エ 学童クラブ 

早稲田南町学童クラブは定員超過の状況が続き、令和５年４月には定員の約３倍

の登録があった。その対応として、令和５年１１月からは近隣の牛込第二中学校を

活用し、２拠点での運営を行っており集団による健全育成の効果が得にくい状況に

ある。新施設では現在より広いスペースを確保することで、学童クラブとしての機

能を果たしていく。 

 

   オ 児童発達支援センター「あいあい」 

児童発達支援センター 愛称「あいあい」を子ども総合センターから移転させ、

その専門性を生かし、児童発達支援や保育所等訪問支援の提供を行う他、関係機関

と連携した児童と保護者の支援、地域の障害児通所支援事業所に対する支援を行う。 

 

（２）現施設 

障害者の地域での生活を支援するとともに、要介護状態になっても住み慣れた地域

で暮らし続けられるように民設民営の障害者グループホーム、障害者短期入所及び認

知症高齢者グループホームを整備する。 
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   ア 障害者グループホーム及び障害者短期入所 

区内の知的障害者グループホーム及び身体障害者福祉ホームは、大半が満床とな

っており新規の受入れが困難な状況である。一方で、民有地を活用したグループホ

ームの整備は、地価が高く用地を確保することが困難であるため、整備が進まない

状況である。このため、区有地を活用した障害者グループホーム等の整備を行う。 

 

   イ 認知症高齢者グループホーム 

民有地を活用した認知症高齢者グループホームの整備については、民有地の確

保が厳しく整備が進まない状況である。そのため、区有地を活用し、介護が必要

になっても住み慣れた地域で暮らし続けられる「地域包括ケア」の推進にむけ「地

域密着型サービス」である認知症高齢者グループホームを整備する。 

 

３ 活用方針に基づく整備工程について 

    活用方針（案）の地域説明会実施時点（令和 5 年 7 月時点）から整備工程及びスケジュ

ールを見直す。想定されるスケジュール等は以下のとおり。なお、今後の事業を進める中

で変更となる可能性がある。 

 

（１）地域説明会実施時点の整備工程（令和 5年 7月時点） 

項目 時期 

早稲田南町保育園分園の仮園舎改修及び移転 令和 6年 10月以降 

学童クラブ事業の移転（改修工事含む） 令和 7年４月以降 

新施設の建設工事 令和 8年度から 

早稲田南町保育園分園の解体工事・新保育園の園庭整備 

令和 12年度以降 

鶴巻南公園の復旧工事 

旧早稲田南町児童館等複合施設の解体工事 

障害者グループホーム等・認知症高齢者グループホーム

の整備 

 

 

（２）見直し後の整備工程（令和 7年 10月時点） 

項目 時期 

鶴巻南公園内仮園舎の改修工事 令和 7年 12月～令和 8年度中 

早稲田南町保育園分園の仮園舎移転 令和 8年度中 

早稲田南町保育園分園の解体工事 令和 8年度以降 

新施設の建設工事及び新保育園の園庭整備 

（運営開始見込 令和 14年度） 
令和 11年度以降 

旧早稲田南町児童館等複合施設の解体工事 
令和 14年度以降 

鶴巻南公園の復旧工事 

障害者グループホーム等・認知症高齢者グループホーム

の整備（運営開始見込 令和 17年度） 
令和 15年度以降 

 

   

４ 施設活用検討会の検討結果 

  別紙のとおり 
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５ 今後の対応 

  早稲田南町児童館等複合施設新施設及び現施設の活用にあたっては、スケジュールや整

備工程に変更があることから、活用方針決定後、地域住民や関係団体等に説明する。 

また、施設設計や工事の時期を踏まえ、施設の具体的な内容等を地域住民や関係団体等

に説明していく。 

 

６ 今後の予定 

  令和７年 11 月 12 日   常任委員会報告（総務区民委員会、福祉健康委員会、環境建

設委員会、文教子ども家庭委員会） 

令和 7年 11月 12日以降 地域、施設利用者、関係団体への説明 
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早稲田南町児童館等複合施設新施設及び現施設活用方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和７年１０月 

 

 

 

 

新宿区施設活用検討会 
 

 

 

 

別紙 
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「新宿区施設活用検討会」（以下「施設活用検討会」という。）における検討状況に

ついて報告する。 

 

 

１ 施設活用検討会の設置及び目的 

施設活用検討会は、区が保有する施設等の適正な管理、有効な活用に関する調

査・検討を行うため設置された。 

 

２ 検討対象等 

（１）検討対象 

早稲田南町児童館等複合施設新施設及び現施設 

 

（２）計画地の概要 

ア 新早稲田南町児童館等複合施設（以下、「新施設」という。） 

① 所在地   新宿区早稲田南町３６番地 

② 面 積   敷地面積 １，７２８㎡ 

③ 用途地域等 

 近隣商業地域         建ぺい率８０％ 容積率４００％ 

敷地面積 １，１３８．０８㎡ 

第一種中高層住居専用地域   建ぺい率６０％ 容積率３００％ 

                     敷地面積   ５８９．９２㎡ 

 

イ 現早稲田南町児童館等複合施設（以下、「現施設」という。） 

    ① 所在地   新宿区早稲田南町４９番地、５０番地 

    ② 面 積   敷地面積 １，０４９㎡ 

            延床面積 １，９４８㎡ 

    ③ 用途地域等 

第一種中高層住居専用地域   建ぺい率６０％ 容積率３００％ 

 

（３）施設マネジメント方針等 

ア 新宿区公共施設等総合管理計画では、以下の基本方針が示されている。 

●基本方針 

（１）児童館 

    行政需要に応じた施設の特色の検討、民営化の検討も行いながら

維持していく。 
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（２）地域交流館 

老朽化が進んでいる施設が多いため、施設の大規模な改修・建替

えに際しては、民間によるサービス供給の状況を勘案しながら施

設の統廃合を検討する。また、地域拠点施設としての更新にあた

っては「多世代交流」や「健康づくり」等を促進するための機能

充実を原則とする。 

（３）保育園 

   新設・建替えの際に、引き続き民営化による私立保育園・子ども

園の設置を基本とする。 

 

イ 新宿区第三次実行計画では、区有施設のマネジメントについて、以下のとおり

示されている。 

●計画事業名 

「区有施設のマネジメント」 

 「新宿区公共施設等総合管理計画」に基づき、区有施設の更新・統廃

合・複合化などを計画的に行い、区有施設のマネジメントの強化を図り

ます。 

 

（４）検討の背景 

早稲田南町児童館等複合施設は、保育園、地域交流館、児童館及び学童クラブ

の機能を有している。この施設は、昭和４７年度に建築されてから、築５０年以

上経過しており、設備の老朽化に伴い大規模な修繕工事を行う必要がある。 

こうした中、早稲田南町学童クラブは定員超過の状況が続き、令和４年４月１

日時点の登録者数が１１１名で、定員４０名の約３倍となっており、事業実施場

所の確保が喫緊の課題となっている。同複合施設の旧住宅部分については、設備

が老朽化していることや、２方向避難経路の確保ができないなどの課題があり、

改修して学童クラブスペースを確保することが困難である。また、現行施設を建

替えた場合、延床面積は１，０４１㎡となり、現在の１，９４８㎡と比較し約９

００㎡少ない面積しか確保することができないため、現行の機能を維持すること

ができない。 

こうしたことから、暫定活用となっている早稲田南町保育園分園の敷地を活用

し、新宿区公共施設等総合管理計画における各施設の基本方針を踏まえるととも

に、将来ニーズの変化に柔軟に対応したサービスを提供する新たな施設を園庭に

建設（現園舎は、園庭に変更）する方向で検討することとした。施設活用検討会

で、早稲田南町児童館等複合施設の新施設及び現施設の活用について、行政需要

や地域需要を踏まえ、各部の活用希望について確認し、具体的な活用方針の検討

を進めることとなり、その検討を行う「早稲田南町児童館等複合施設新施設及び

現施設活用検討分科会」を設置した。 
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３ 検討体制 

早稲田南町児童館等複合施設新施設及び現施設の活用について、具体的な検討

を行うために設置した「早稲田南町児童館等複合施設新施設及び現施設活用検討

分科会」において検討を進めた。 

 

４ 検討経緯 

  早稲田南町児童館等複合施設新施設及び現施設の活用については、令和５年６月

に「早稲田南町児童館等複合施設新施設及び現施設活用方針（案）」を決定し、地域

説明会及び意見募集を実施したところである。しかし、同時期に牛込保健センター

等複合施設の杭破損事故により、弁天町保育園の新施設移転時期が未定となり、本

活用方針（案）が鶴巻南公園の弁天町保育園仮園舎を活用した案であったことから、

杭破損事故による牛込保健センター等複合施設の建設工事の工期延伸期間が明らか

になった段階で再度検討することとしていた。 

こうした中、早稲田南町学童クラブの定員超過については、暫定的な対応策とし

て、同複合施設内の児童館スペースの活用や、令和５年１１月から近隣の牛込第二

中学校を活用し定員を６０名増やし対応している。 

この度、牛込保健センター等複合施設が竣工し、令和７年 11月から運営開始する

ことに伴い、活用方針（案）について、現在の施設需要を把握したうえで、早稲田

南町児童館等複合施設新施設及び現施設の活用についての再検討を行った。また、

スケジュール及び整備工程についても検討を行った。 

 

５ 分科会検討結果の概要 

早稲田南町児童館等複合施設新施設及び現施設活用検討分科会から、資料１のと

おり検討結果について報告があった。 

 

６ 施設活用検討会審議結果 

施設活用検討会では分科会の検討結果について審議した結果、その検討結果を施

設活用検討会としての早稲田南町児童館等複合施設新施設及び現施設活用方針とし

て、今後、政策経営会議に付議する。 
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資料１ 
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早稲田南町児童館等複合施設新施設及び現施設活用について（報告） 

 

 早稲田南町児童館等複合施設新施設及び現施設活用方針(案)については、令和５

年６月に決定し、地域説明会及び意見募集を実施したところである。しかし、同時

期に牛込保健センター等複合施設の杭破損事故により、弁天町保育園の新施設移転

時期が未定となり、鶴巻南公園の弁天町保育園仮園舎を活用した本案ついて、牛込

保健センター等複合施設の建設工事の進捗を踏まえ再度検討することとしていた。

この度、牛込保健センター等複合施設が竣工し、令和７年 11月上旬から運営開始す

ることに伴い、活用方針（案）について、現在の施設需要を把握し再検討を行っ

た。 

 こうした現在需要等を考慮したうえで、地域説明会及び意見募集における意見を

踏まえて検討した結果、原案のとおり活用方針をまとめる。また、同時に整備工程

とスケジュールを見直し、以下のとおり新宿区立早稲田南町児童館等複合施設新施

設及び現施設活用検討分科会における報告をまとめ、施設活用検討会に報告する。 

 

１ 計画地の概要 

（１） 新早稲田南町児童館等複合施設（以下、「新施設」という。） 

① 所在地   新宿区早稲田南町３６番地 

② 面 積   敷地面積 １，７２８㎡ 

③ 用途地域等 

 近隣商業地域         建ぺい率８０％ 容積率４００％ 

敷地面積 １，１３８．０８㎡ 

第一種中高層住居専用地域   建ぺい率６０％ 容積率３００％ 

                     敷地面積   ５８９．９２㎡ 

 

（２） 現早稲田南町児童館等複合施設（以下、「現施設」という。） 

    ① 所在地   新宿区早稲田南町４９番地、５０番地 

    ② 面 積   敷地面積 １，０４９㎡ 

            延床面積 １，９４８㎡ 

    ③ 用途地域等 

第一種中高層住居専用地域   建ぺい率６０％ 容積率３００％ 

 

２ 検討の背景 

早稲田南町児童館等複合施設は、保育園、地域交流館、児童館及び学童クラブ

の機能を有している。この施設は、昭和４７年度に建築されてから、築５０年以

上経過しており、設備の老朽化に伴い大規模な修繕工事を行う必要がある。 

こうした中、早稲田南町学童クラブは定員超過の状況が続き、令和４年４月１

日時点の登録者数が１１１名で、定員４０名の約３倍となっており、事業実施場

10



所の確保が喫緊の課題となっている。同複合施設の旧住宅部分については、設備

が老朽化していることや、２方向避難経路の確保ができないなどの課題があり、

改修して学童クラブスペースを確保することが困難である。また、現行施設を建

替えた場合、延床面積は１，０４１㎡となり、現在の１，９４８㎡と比較し約９

００㎡少ない面積しか確保することができないため、現行の機能を維持すること

ができない。 

こうしたことから、暫定活用となっている早稲田南町保育園分園の敷地を活用

し、新宿区公共施設等総合管理計画における各施設の基本方針を踏まえるととも

に、将来ニーズの変化に柔軟に対応したサービスを提供する新たな施設を園庭に

建設（現園舎は、園庭に変更）する方向で検討することとした。施設活用検討会

で、早稲田南町児童館等複合施設の新施設及び現施設の活用について、行政需要

や地域需要を踏まえ、各部の活用希望について確認し、具体的な活用方針の検討

を進めることとなり、その検討を行う「早稲田南町児童館等複合施設新施設及び

現施設活用検討分科会」を設置した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 検討経緯 

  早稲田南町児童館等複合施設新施設及び現施設の活用については、令和５年６月

に「早稲田南町児童館等複合施設新施設及び現施設活用方針（案）」を決定し、地域

説明会及び意見募集を実施したところである。しかし、同時期に牛込保健センター

等複合施設の杭破損事故により、弁天町保育園の新施設移転時期が未定となり、本

活用方針（案）が鶴巻南公園の弁天町保育園仮園舎を活用した案であったことから、

杭破損事故による牛込保健センター等複合施設の建設工事の工期延伸期間が明ら

かになった段階で再度検討することとしていた。 

こうした中、早稲田南町学童クラブの定員超過については、暫定的な対応策と

して、同複合施設内の児童館スペースの活用や、令和５年１１月から近隣の牛込

第二中学校を活用し定員を６０名増やし対応している。 

この度、牛込保健センター等複合施設が竣工し、令和７年 11 月から運営開始す

（１）児童館 

   「行政需要に応じた施設の特色の検討、民営化の検討も行いながら維持していく。」 

（２）地域交流館 

「老朽化が進んでいる施設が多いため、施設の大規模な改修・建替えに際しては、 

民間によるサービス供給の状況を勘案しながら施設の統廃合を検討する。また、 

地域拠点施設としての更新にあたっては「多世代交流」や「健康づくり」等を促進 

するための機能充実を原則とする。」 

（３）保育園 

   「新設・建替えの際に、引き続き民営化による私立保育園・子ども園の設置を基本 

とする。」 

新宿区公共施設等総合管理計画における各施設の基本方針 
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ることに伴い、活用方針（案）について、現在の施設需要を把握したうえで、早稲

田南町児童館等複合施設新施設及び現施設の活用についての再検討を行った。また、

スケジュール及び整備工程についても検討を行った。 

 

４ 地域説明会及び意見募集の実施結果 

  地域説明会及び意見募集の実施結果については、別紙１「施設活用検討会報告資 

料（令和５年 10月）」のとおり（令和５年 11月区公式ホームページで公開済み） 

 

５ 各施設の概要 

  各施設の概要及び現在需要等については、別紙２のとおり 

 

６ 地域説明会及び意見募集の実施結果等を踏まえた検討結果 

  牛込保健センター等複合施設の杭破損事故等による工期延伸の影響で、活用方針

（案）の検討から約２年が経過したため、各施設の現在の需要を考慮したうえで、

地域説明会、意見募集の実施結果を踏まえた検討を行い、別紙３「早稲田南町児童

館等複合施設新施設及び現施設活用方針(案)」の内容で、活用方針をまとめる。 

 

７ 活用方針 

（１） 新施設 

安心できる子育て環境の整備として保育園、児童館、学童クラブ及び児童

発達支援センター「あいあい」を整備するとともに、高齢者が住み慣れた地

域で暮らし続けられ、高齢者の健康及び福祉の増進を図るため地域ささえあ

い館を整備する。 

 

（２） 現施設 

障害者の地域での生活を支援するとともに、要介護状態になっても住み慣

れた地域で暮らし続けられるように民設民営の障害者グループホーム、障害

者短期入所及び認知症高齢者グループホームを整備する。 

 

（３） 新施設整備の概要 

  ア 私立保育園 

早稲田南町保育園及び分園は、利便性の高い地域にあることや、両園とも

一定の園庭等が確保されていることから入所率も高い。また、この地域では

継続的な保育ニーズが見込まれることから、引き続き園庭を有する保育園を

整備する。なお、新施設に整備する保育園は、公共施設等総合管理計画の基

本方針に基づき、民営化による私立保育園とする。 

 

イ 地域ささえあい館 

     施設の建替えにより早稲田南町地域交流館から、（仮称）早稲田南町地域さ

さえあい館に機能転換し、高齢者及び障害者が住み慣れた地域で暮らしやす

い地域社会を形成できるよう、高齢者及び障害者の自立を支援し多世代が互

いに支え合う「地域支え合い活動」の担い手を育成・支援する。なお、早稲

田南町地域交流館に、これまでふれあいの場として設置した風呂について
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は、介護予防に資する活動、体力の向上を目的とした活動、多世代が互いに

支え合う「地域支え合い活動」の場として機能を充実させるため機能転換す

る。 

 

  ウ 児童館 

     現在の早稲田南町児童館は、学童クラブを含め約４００㎡と中規模の児童

館であるが、学童クラブ需要が高いことから、児童館としての機能を行う部

屋の広さが不足するなどの課題が生じている。そのため、新施設を建設し現

在より広いスペースを確保することで、児童館としての機能を果たしてい

く。 

 

エ 学童クラブ 

     早稲田南町学童クラブは定員超過の状況が続き、令和５年４月には定員の

約３倍の登録があった。その対応として、令和５年１１月からは近隣の牛込

第二中学校を活用し、２拠点での運営を行っており集団による健全育成の効

果が得にくい状況にある。新施設では現在より広いスペースを確保すること

で、学童クラブとしての機能を果たしていく。 

   

オ 児童発達支援センター「あいあい」 

児童発達支援センター 愛称「あいあい」を子ども総合センターから移転

させ、その専門性を生かし、児童発達支援や保育所等訪問支援の提供を行う

他、関係機関と連携した児童と保護者の支援、地域の障害児通所支援事業所

に対する支援を行う。 

 

（４） 現施設活用の概要 

  ア 障害者グループホーム及び障害者短期入所 

     区内の知的障害者グループホーム及び身体障害者福祉ホームは、大半が満

床となっており新規の受入れが困難な状況である。一方で、民有地を活用し

たグループホームの整備は、地価が高く用地を確保することが困難であるた

め、整備が進まない状況である。このため、区有地を活用した障害者グルー

プホーム等の整備を行う。 

 

 イ 認知症高齢者グループホーム 

民有地を活用した認知症高齢者グループホームの整備については、民有地の

確保が厳しく整備が進まない状況である。そのため、区有地を活用し、介護が

必要になっても住み慣れた地域で暮らし続けられる「地域包括ケア」の推進に

むけ「地域密着型サービス」である認知症高齢者グループホームを整備する。 
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８ スケジュール及び整備工程 

  活用方針（案）の地域説明会実施時点（令和 5年 7月時点）からスケジュール及

び整備工程を見直した。想定されるスケジュール等は以下のとおり。なお、今後の

事業を進める中で変更となる可能性がある。 

 

（１）地域説明会実施時点の整備工程（令和 5年 7月時点） 

項目 時期 

早稲田南町保育園分園の仮園舎改修及び移転 令和 6年 10月以降 

学童クラブ事業の移転（改修工事含む） 令和 7年４月以降 

新施設の建設工事 令和 8年度から 

早稲田南町保育園分園の解体工事・新保育園の園庭整備 

令和 12年度以降 

鶴巻南公園の復旧工事 

旧早稲田南町児童館等複合施設の解体工事 

障害者グループホーム等・認知症高齢者グループホーム

の整備 

 

 

（２）見直し後の整備工程（令和 7年 10月時点） 

項目 時期 

鶴巻南公園内仮園舎の改修工事 令和 7年 12月～ 

令和 8年度中 

早稲田南町保育園分園の仮園舎移転 令和 8年度中 

早稲田南町保育園分園の解体工事 令和 8年度以降 

新施設の建設工事及び新保育園の園庭整備 

（運営開始見込 令和 14年度） 
令和 11年度以降 

旧早稲田南町児童館等複合施設の解体工事 
令和 14年度以降 

鶴巻南公園の復旧工事 

障害者グループホーム等・認知症高齢者グループホーム

の整備（運営開始見込 令和 17年度） 
令和 15年度以降 

 

９ 今後の対応 

   早稲田南町児童館等複合施設新施設及び現施設活用方針の検討結果を施設活

用検討会に報告する。 
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令和５年１０月２７日 

新宿区施設活用検討会資料 

 

早稲田南町児童館等複合施設新施設及び現施設活用方針（案）に対する 

地域説明会及び意見募集の実施結果について（報告） 

 

 早稲田南町児童館等複合施設新施設及び現施設活用方針（案）に対する地域説明会及び意見募

集の実施結果について下記のとおり報告する。 

記 

 

１ 地域説明会及び意見募集の実施 

（１）地域説明会 

   ①開催場所等 

開催場所 日時、出席者 説明内容等 

榎町地域センター 
令和５年７月２８日（金） 

１９時００分～  参加者２３名 

方針案について説明及び

質疑応答 

榎町地域センター 
令和５年７月２９日（土） 

１３時００分～  参加者１７名 

方針案について説明及び

質疑応答 

②意見数   ３７件（意見内容等については別紙１のとおり） 

内訳 Ａ 意見の趣旨を活用方針に反映する        ０件 

   Ｂ 意見の趣旨は、活用方針（案）の方向性と同じ  ０件 

   Ｃ 意見の趣旨に沿って活用方針を推進する     ０件 

   Ｄ 今後の取組の参考とする            ９件 

   Ｅ 意見として伺う               １５件 

Ｆ 質問に回答する               １３件 

（２）意見募集 

   ①実施期間 令和５年７月１３日（木）から８月７日（月） 

   ②意見提出者数及び提出方法 

意見提出者 １７名 

     内訳 ・ ホームページ   １０名 

        ・ 持参        ６名 

        ・ ファックス     １名 

        ・ 郵送        ０名 

③意見数   ４８件（意見内容等については別紙２のとおり） 

内訳 Ａ 意見の趣旨を活用方針に反映する        ０件 

   Ｂ 意見の趣旨は、活用方針（案）の方向性と同じ  ０件 

   Ｃ 意見の趣旨に沿って活用方針を推進する     ０件 

   Ｄ 今後の取組の参考とする           ２３件 

   Ｅ 意見として伺う               ２０件 

   Ｆ 質問に回答する                ５件 

 

２ 今後について 

  今回の方針案は、鶴巻南公園の弁天町保育園仮園舎を活用した案である。牛込保健センター

等複合施設の杭破損事故により、弁天町保育園の新施設移転時期が未定となったため、杭破損

事故による牛込保健センター等複合施設建設工事の工期延伸期間が明らかになった段階で再度

検討する。 

別紙１ 

15



別紙１

No 大区分 小区分 意見要旨 区の考え方

1
方針案に対す

る意見
全般

保育園や障害者グループホーム等の整備に
ついて民営化となっているが、民間企業が
利益をあげるために運用しているようにみえ
る。

E 意見として伺う

保育園の民営化については、地域の多様な
保育ニーズに対応し、今後の財政負担を軽
減するため選択しています。
また、障害者グループホーム等の民営化に
ついては、民間事業者の専門性を最大限に
活用するため選択しています。

2
方針案に対す

る意見
全般

榎町地区の今後の保育需要などはどうなっ
ていくのか。

F
質問に回答す
る

榎町地区の未就学児童の人口動向から、引
き続き一定程度の保育需要があります。新
たな保育施設の定員設定にあたっては、今
後の人口動態や新施設周辺の保育園の入
所状況、認可保育園の申込状況の推移等を
踏まえて行ってまいります。
また、早稲田南町学童クラブの需要につい
ては、現在の定員40名に対して2.6倍の登録
があり、今後も100名程度の定員の確保が
必要となります。

3
方針案に対す

る意見
全般

地域説明会の開催の周知範囲が狭いので
はないか。

D
今後の取組の
参考とする

地域説明会の開催周知については、新施
設、現施設及び鶴巻南公園の周辺住民等に
対して行いました。地域説明会の周知範囲
については、今後実施する予定の他の説明
会時において再度検討させていただきます。

4
方針案に対す

る意見
全般

榎町特別出張所の管轄のところは説明会資
料をすべて配布してほしい。

D
今後の取組の
参考とする

資料について、すべての特別出張所及び図
書館で配布させていただいています。ご指摘
の資料配布については今後検討させていた
だきます。

5
方針案に対す

る意見
全般

概算工事費はどの程度か。また、令和5年度
の予算はいくらか。

F
質問に回答す
る

早稲田南町児童館等複合施設新施設及び
現施設活用方針案のため、概算工事費は算
出していません。また、活用方針案のため令
和5年度予算はまだ計上していません。

6
方針案に対す

る意見
全般

早稲田南町児童館等複合施設新施設及び
現施設活用方針案は、区として決定したもの
か。

F
質問に回答す
る

早稲田南町児童館等複合施設新施設及び
現施設活用方針案は、区として決定したもの
です。

7
方針案に対す

る意見
全般

説明会をもっと開催しいろいろな意見をとり
いれるべきである。

D
今後の取組の
参考とする

今回の地域説明会や意見募集の状況を踏
まえ今後の対応について検討します。

8
方針案に対す

る意見
全般

新型コロナウイルス感染症後の新たな視点
がはいっていない。

E 意見として伺う
コロナ後の地域活動の再起動に向け、地域
ささえあい館を設置し、住民同士の地域支え
合い活動を推進します。

9
方針案に対す

る意見
早稲田南町保

育園分園

早稲田南町保育園分園は、建設から7年し
か利用しておらず、解体して新施設を建設す
るのは、税金の無駄使いであることから計画
に反対する。

E 意見として伺う

今回の活用方針案は、学童クラブの定員超
過への対応が喫緊の課題であり、この対応
のためには現施設では対応ができないた
め、新施設の建設をすることとしました。

10
新施設の整備
に対する意見

新施設
新施設は保育園などの複合施設となってい
るが分散させて建設してほしい。

E 意見として伺う
保育園や地域ささえあい館などを複合化す
ることにより、効果的な土地の利用を図る必
要があり、今回の提案となりました。

11
新施設の整備
に対する意見

新施設
新施設は何階建てで出入口はどこか。
また、駐輪場及び駐車場は設置されるの
か。

F
質問に回答す
る

新施設は7階建てで、出入口は早稲田通り
側となることを想定している。駐輪場及び駐
車場については設置する予定であるが規模
は未定です。

12
新施設の整備
に対する意見

新施設
新施設建設時の騒音対策はどうなっている
のか。

D
今後の取組の
参考とする

新施設を建設する場合は、低騒音の機械を
使用したり、騒音を減らす工具や工法を採用
する予定です。

対応

早稲田南町児童館等複合施設新施設及び現施設活用方針案　地域説明会質疑応答
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13
新施設の整備
に対する要望

新施設
複合施設を建設するにあたり、人の流れが
変わることなど、この地域にどのような影響
がでるか説明してほしい。

F
質問に回答す
る

今回の活用方針案は、学童クラブの定員超
過が喫緊の課題となっており、この課題を解
決するため、現施設の老朽化対応と合わせ
施設を建替えることとしました。

14
新施設の整備
に対する意見

新施設
新施設の園庭部分に、現施設跡地に建設す
る障害者グループホーム等を整備すればい
いのではないか。

E 意見として伺う

今回の活用方針案では、現施設の跡地活用
として、障害者グループホーム等を整備する
ものです。そのため、新施設の園庭部分に
建設することは想定していません。

15
新施設の整備
に対する意見

新施設 新施設の設計委託先は決まっているのか。 F
質問に回答す
る

今回は、早稲田南町児童館等複合施設新
施設及び現施設活用方針案について意見
募集を行っているものです。今後、活用方針
として決定した後に設計委託となります。

16
新施設の整備
に対する意見

新施設 新施設はどのくらいの規模のものか。 F
質問に回答す
る

現時点では7階建てを想定しています。

17
新施設の整備
に対する意見

新施設
早稲田南町児童館等複合施設新施設及び
現施設活用方針が決まった場合、設計委託
料はどうするのか。

F
質問に回答す
る

設計委託料については、今後、早稲田南町
児童館等複合施設新施設及び現施設活用
方針が決定した後に、補正予算として計上
する見込みです。

18
新施設の整備
に対する意見

新施設
新施設には、駐輪場及び駐車場を整備して
ほしい。

D
今後の取組の
参考とする

新施設の駐輪場及び駐車場については設
置する予定ですが規模は未定です。

19
新施設の整備
に対する意見

保育園
保育園は、騒音問題などがあり迷惑施設で
はないのか。

D
今後の取組の
参考とする

保育園は子どもの発育の場、生活の場であ
り、迷惑施設とは捉えていませんが、保育園
から発する音については、近隣への配慮が
十分になされるよう、新施設設計の段階から
検討していきます。

20
新施設の整備
に対する意見

保育園
保育園の子ども及び保育士の声などの騒音
問題にどう対応するのか。

D
今後の取組の
参考とする

保育園から発する音については、近隣への
配慮が十分になされるよう、新施設設計の
段階から検討していきます。

21
新施設の整備
に対する意見

保育園
園庭の位置の変更による更なる騒音問題が
発生することから計画に反対である。

D
今後の取組の
参考とする

保育園から発する音については、近隣への
配慮が十分になされるよう、新施設設計の
段階から検討していきます。

22
新施設の整備
に対する意見

保育園 新施設には園庭が必要なのか。 E 意見として伺う

東京都の認可保育所に係る設備・運営基準
上、園庭については、児童一人あたり一定
の面積を確保する必要があります。園庭は、
保育所近接で一定の設備を備えた公園等で
も代替可能とされていますが、比較的、園児
の多い園では、児童の安全確保上、園庭を
確保することが望ましいと考えます。
また、この間、園庭のない小・中規模の保育
園を整備し、複数の保育所が公園を利用し
ている状況もあって、新たな保育園には園庭
を確保する予定です。

23
新施設の整備
に対する意見

保育園
新施設の園庭部分は、高い擁壁及びブロッ
ク塀があり子どもの安全性が確保できない
ため計画に反対である。

D
今後の取組の
参考とする

新施設の建設にあたっては、擁壁やブロック
塀の安全性や避難経路についても確認しな
がら進めます。

24
新施設の整備
に対する意見

保育園 保育園は、なぜ民設民営なのか。 E 意見として伺う

現在、区では財政負担の軽減や、多様な保
育の提供などの民間事業者のノウハウを活
用するため、保育園の民営化を進めていま
す。
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25
新施設の整備
に対する意見

保育園 私立保育園に変更することは反対である。 E 意見として伺う

現在、区では財政負担の軽減や、多様な保
育の提供などの民間事業者のノウハウを活
用するため、保育園の民営化を進めていま
す。

26
新施設の整備
に対する意見

保育園
新施設の保育園の定員がかなり多いので保
育の質の確保はできるのか。

E 意見として伺う

二園を統合するため、ある程度の規模の園
になると想定されますが、保育現場に区職
員が立ち入り、チェックと指導を行う指導検
査や、職員の配置状況の書類審査などの
様々な取組により、保育園に対する指導を
徹底し、保育の質の確保に努めてまいりま
す。

27
新施設の整備
に対する意見

保育園
保育園の設計図が知りたいがどうなってい
るのか。

F
質問に回答す
る

早稲田南町児童館等複合施設新施設及び
現施設活用方針について今後決定した後、
設計となるため現時点では図面はありませ
ん。

28
新施設の整備
に対する意見

保育園
保育園の定員が200名以上となる複合施設
は事件、事故の発生率が高くなるので建設
については反対である。

E 意見として伺う

二園を統合するため、ある程度の規模の園
になると想定されますが、保育現場に区職
員が立ち入り、チェックと指導を行う指導検
査や、職員の配置状況の書類審査などの
様々な取組により、保育園に対する指導を
徹底し、保育の質の確保に努めてまいりま
す。

29
新施設の整備
に対する意見

早稲田南町保
育園分園

早稲田南町保育園分園は暫定活用なのか。 F
質問に回答す
る

待機児童解消のために設置したものであり、
暫定活用としています。

30
新施設の整備
に対する意見

地域ささえあ
い館

地域交流館が廃止され集会室などはどうな
るのか。

E 意見として伺う
地域交流館から地域ささえあい館に機能転
換した場合においても、これまでの集会室機
能などは引き続き継続します。

31
新施設の整備
に対する意見

地域ささえあ
い館

地域ささえあい館とはなにか。 F
質問に回答す
る

地域交流館の地域の交流の場としての機能
に加えて、多様な世代及び高齢者がお互い
に支え合う活動の場の機能をもたせた施設
です。

32
新施設の整備
に対する意見

地域ささえあ
い館

地域交流館はいつまで利用できるか。 F
質問に回答す
る

地域交流館の利用期間は、牛込保健セン
ター等複合施設建設工事の工期延伸期間
が明らかになった段階で再度検討させてい
ただきます。なお、地域交流館から地域ささ
えあい館に機能転換した場合においても、こ
れまでの集会室機能などは、引き続き継続
されます。そのため、途中で集会室などがな
くなることはありません。

33
新施設の整備
に対する意見

地域ささえあ
い館

地域ささえあい館に機能転換したあと、お風
呂がなくなっているが必要でないか。

E 意見として伺う

地域支え合い活動を推進するため、お風呂
を廃止し、地域支え合い活動に必要な機能
として調理室、活動室、談話室、娯楽室、多
目的ホールなどを増やし、高齢者の方が交
流できるスペースを充実させていきます。

34
新施設の整備
に対する意見

学童クラブ
新施設では学童クラブも園庭を利用するの
か。

E 意見として伺う
園庭の活用については、今後、検討させて
いただきます。

35
現施設の活用
に対する意見

障害者グルー
プホーム、障
害者短期入所

現施設跡地に建設する障害者グループホー
ム等の対象はもう決まっているのか。

E 意見として伺う
障害当事者のご意見をお聞きしながら今後
検討していきます。
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36
現施設の活用
に対する意見

障害者グルー
プホーム、障
害者短期入所
及び認知症高
齢者グループ

ホーム

現施設の跡地に、障害者グループホーム、
障害者短期入所及び認知症高齢者グルー
プホームを民設民営で整備するのか。

E 意見として伺う

障害者グループホーム、障害者短期入所及
び認知症高齢者グループホームの整備及び
運営については、民設民営により民間事業
者の専門性を生かしていきます。

37
現施設の活用
に対する意見

障害者グルー
プホーム、障
害者短期入所
及び認知症高
齢者グループ

ホーム

現施設の跡地に、障害者グループホーム、
障害者短期入所及び認知症高齢者グルー
プホームの整備スケジュールはどうなってい
るのか。

F
質問に回答す
る

現施設の跡地活用のスケジュールにつきま
しては、牛込保健センター等複合施設建設
工事の工期延伸期間が明らかになった段階
で再度検討させていただきます。
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No 大区分 小区分 意見要旨 区の考え方

1
方針案に対す

る意見
全般

道路からアプローチしやすいエントランス、
十分な駐輪スペースの確保などを考えて余
裕を持った入り口前スペースを考えていた
だきたい。

E 意見として伺う
早稲田南町児童館等複合施設新施設及び
現施設活用方針及び新施設の設計段階に
おいて検討します。

2
方針案に対す

る意見
全般

早稲田公園の空間的特性を十分に活かし、
公園、園庭、新施設のつながりが活かせる
ような施設計画としてほしい。

E 意見として伺う
早稲田南町児童館等複合施設新施設及び
現施設活用方針及び新施設の設計段階に
おいて検討します。

3
方針案に対す

る意見
全般

早稲田小学校、牛込第二中学校校門から
区立早稲田公園、新施設のエントランスまで
を、この地域の子どもたちにとって特別な記
憶に残るエリアと捉えた演出などまで計画し
てほしい。

E 意見として伺う
早稲田南町児童館等複合施設新施設及び
現施設の周辺整備等についてはご意見とし
て伺います。

4
方針案に対す

る意見
全般

早稲田小学校、牛込第二中学校、新施設の
校門、エントランスデザインに共通したデザ
インとしてほしい。

E 意見として伺う
早稲田南町児童館等複合施設新施設及び
現施設活用方針及び新施設の設計段階に
おいて検討します。

5
方針案に対す

る意見
全般

早稲田小学校、牛込第二中学校、新施設の
エントランス前を神楽坂の裏道をモチーフに
した天然石舗装で揃え、車道速度調整ハン
プを作ってほしい。

E 意見として伺う
早稲田南町児童館等複合施設新施設及び
現施設の周辺整備等についてはご意見とし
て伺います。

6
方針案に対す

る意見
全般

早稲田小学校、牛込第二中学校、新施設の
ハンプの間は、転がり性能を損なわないま
まデザイン的個性を持つインターロッキング
舗装としてほしい。

E 意見として伺う
早稲田南町児童館等複合施設新施設及び
現施設の周辺整備等についてはご意見とし
て伺います。

7
方針案に対す

る意見
全般

既存施設に建つグループホームも含めて、
単体の建築計画として閉じるのではなく、町
に新しい関係や景色や体験を作り出せる計
画としてほしい。

E 意見として伺う
早稲田南町児童館等複合施設新施設及び
現施設の周辺整備等についてはご意見とし
て伺います。

8
方針案に対す

る意見
全般

現施設に隣接する早稲田大学ゲストハウ
ス、平日空いている漱石山房記念館の有効
活用などを含め計画を見直してほしい。
計画を見直さず実行する場合、鶴巻南公園
内に保育園の敷地を拡大して園庭を確保し
てほしい。

E 意見として伺う

今回の活用方針案は、学童クラブの定員超
過が喫緊の課題であり、今回の計画は、そ
の課題解決や施設の複合化を目的としてい
ます。そのため、他の施設を含めた計画の
見直しは考えていません。
また、弁天町保育園仮園舎の敷地を拡張す
る場合には、鶴巻南公園の一部を園庭とし
て充てることになります。公園は地域の皆さ
まの一般利用の他にもラジオ体操、グランド
ゴルフ、町会のお祭り、防災訓練など様々な
利用をされていることから、公園の一部を園
庭に充てることは難しいと考えています。こ
のような理由から、弁天町保育園仮園舎の
敷地を拡張することは考えていません。

9
方針案に対す

る意見
全般

提出した意見は活用方針に反映されるの
か。

F
質問に回答す
る

意見募集と合わせて、活用方針を検討する
際に参考とさせていただきます。

10
方針案に対す

る意見
早稲田南町保
育園分園

早稲田南町保育園分園は、建設から7年し
か利用しておらず、解体して新設を建設する
のは、税金の無駄使いであることから計画
に反対する。

E 意見として伺う

今回の施設整備については、学童クラブの
定員超過への対応が、喫緊の課題であり、
この対応のためには現施設では対応ができ
ないため、新施設の建設が必要となりまし
た。

11
新施設の整備
に対する意見

新施設
新施設には駐輪場、駐車場を十分確保して
ほしい。

D
今後の取組の
参考とする

新施設の駐輪場及び駐車場については設
置する予定ですが、規模については今後検
討していきます。

対応

早稲田南町児童館等複合施設新施設及び現施設活用方針案　意見募集結果
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12
新施設の整備
に対する意見

新施設 駐輪場を設置してほしい。 D
今後の取組の
参考とする

新施設の駐輪場については設置する予定
ですが、規模については今後検討していき
ます。

13
新施設の整備
に対する意見

新施設
新施設の運用開始までの全体スケジュール
及び概要の住民説明時期はいつになるの
か

E 意見として伺う

今回の活用方針案における全体スケジュー
ルにつきましては、牛込保健センター等複
合施設建設工事の工期延伸期間が明らか
になった段階で再度検討させていただきま
す。

14
新施設の整備
に対する意見

保育園
早稲田南町保育園の統廃合などで新施設
の保育定員が多くなり過ぎているため保育
の質を確保してほしい。

E 意見として伺う

二園を統合するため、ある程度の規模にな
ると想定されますが、保育現場に区職員が
立ち入り、チェックと指導を行う指導検査
や、職員の配置状況の書類審査などの様々
な取組により、保育園に対する指導を徹底
し、保育の質の確保に努めてまいります。

15
新施設の整備
に対する意見

保育園
新施設の保育園の定員がかなり多いので
保育の質の確保はできるのか。

E 意見として伺う

二園を統合するため、ある程度の規模にな
ると想定されますが、保育現場に区職員が
立ち入り、チェックと指導を行う指導検査
や、職員の配置状況の書類審査などの様々
な取組により、保育園に対する指導を徹底
し、保育の質の確保に努めてまいります。

16
新施設の整備
に対する意見

保育園
新施設の民設民営による私立保育園事業
者の選定基準はどうなっているのか

E 意見として伺う

新たな保育施設の運営事業者の選定にあ
たっては、保育・教育理念や保育・教育計画
の策定状況、地域の子育て支援に対する考
え方と具体的な取組の提案、保護者との信
頼関係の構築、自己評価・外部評価の取
組、事故防止・安全対策・危機管理、虐待へ
の対応、職員の人材育成、職員構成、小学
校との連携に関する取組等々についてご提
案いただき、総合的に最も優れた提案を選
定していきます。

17
新施設の整備
に対する意見

保育園
新施設の園庭部分は、高い擁壁及びブロッ
ク塀があり子どもの安全性が確保できない
ため計画に反対である。

D
今後の取組の
参考とする

新施設の建設にあたっては、擁壁やブロッ
ク塀の安全性や避難経路についても確認し
ながら進めます。

18
新施設の整備
に対する意見

保育園
園庭の位置の変更による更なる騒音問題が
発生することから計画に反対である。

D
今後の取組の
参考とする

保育園から発する音については、近隣への
配慮が十分になされるよう、新施設設計の
段階から検討していきます。

19
新施設の整備
に対する意見

早稲田南町保
育園分園

早稲田南町保育園分園の弁天町保育園仮
園舎の移転時期を令和7年3月31日にして
ほしい。

D
今後の取組の
参考とする

早稲田南町保育園分園の弁天町保育園仮
園舎への移転時期については、牛込保健セ
ンター等複合施設建設工事の工期延伸期
間や、分園の在園児の影響を考慮し、再度
検討させていただきます。

20
新施設の整備
に対する意見

早稲田南町保
育園分園

早稲田南町保育園分園に自閉症の子ども
が通園しており、環境の変化を最小限にす
るため弁天町保育園仮園舎の移転時期を
令和7年3月31日にしてほしい。

D
今後の取組の
参考とする

早稲田南町保育園分園の弁天町保育園仮
園舎への移転時期については、牛込保健セ
ンター等複合施設建設工事の工期延伸期
間や、分園の在園児の影響を考慮し、再度
検討させていただきます。

21
新施設の整備
に対する意見

早稲田南町保
育園分園

早稲田南町保育園分園の移転先となる弁
天町保育園仮園舎の見学会を実施してほし
い。

D
今後の取組の
参考とする

牛込保健センター等複合施設建設工事の
工期延伸の影響により、早稲田南町保育園
分園の移転時期は未定です。そのため方針
が決定した場合は、弁天町保育園仮園舎の
見学会は、弁天町保育園の運営状況を確
認の上、実施する予定です。
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22
新施設の整備
に対する意見

早稲田南町保
育園分園

早稲田南町保育園分園の移転先となる弁
天町保育園仮園舎のある鶴巻南公園につ
いて、①変質者への対策②公園内でのたば
こ対策③植木の近くのごみ対策④道路に飛
び出すリスク対策を行って頂きたい。

D
今後の取組の
参考とする

鶴巻南公園について
①の対策としては、樹木の剪定や除草によ
り見通しを確保し、園内の死角をなくしてい
きます。また、夜間には定期的に夜間巡視
及び公園灯の夜間点検等を実施していま
す。今後もこうした取り組みを続けることによ
り安全性の確保に努めてまいります。
②の対策としては、園内での喫煙禁止の注
意板を設置することで利用者に周知してい
ます。また、区職員による巡視の際に喫煙
者がいた場合には注意をしています。こうし
た取り組みを続けることによりたばこ対策を
行ってまいります。
③の対策としては、ごみの持ち帰りなどの啓
発看板を設置することで利用者に周知して
います。また、区職員による巡視の際にごみ
を捨てる利用者を発見した場合には注意を
しています。さらに、園地清掃（5回/週）、トイ
レ清掃（毎日）及び除草等を適宜実施してお
り、引き続き清潔な環境の保持に努めてい
きます。引き続きこうした取り組みを続けるこ
とによりごみ対策を実施してまいります。
④公園利用者の飛び出しによる事故防止と
しては、公園周辺の道路にガードパイプを設
置して歩道と車道を分離することにより、飛
び出しに対して一定の安全性を確保してい
ます。また、公園利用時には帯同する保育
士が園児の安全性を確保するよう対応して
いきます。

23
新施設の整備
に対する意見

早稲田南町保
育園分園

早稲田南町保育園分園の移転先となる弁
天町保育園仮園舎には園庭がないため、敷
地を拡張をしてほしい。

D
今後の取組の
参考とする

弁天町保育園仮園舎の敷地を拡張する場
合には、鶴巻南公園の一部を園庭として充
てることになります。公園は地域の皆さまの
一般利用の他にもラジオ体操、グランドゴル
フ、町会のお祭り、防災訓練など様々な利
用をされていることから、公園の一部を園庭
に充てることは難しいと考えています。この
ような理由から、弁天町保育園仮園舎の敷
地を拡張することは考えていません。
そのため、仮園舎の屋上を利用するなど工
夫を凝らし対応していく予定です。

24
新施設の整備
に対する意見

早稲田南町保
育園分園

広い庭園、築山、食育につながる畑、プール
の機能をできる限り移転先の弁天町保育園
仮園舎にも設けてほしい。

D
今後の取組の
参考とする

弁天町保育園仮園舎の敷地を拡張し、庭園
などを確保することができませんが、園舎の
屋上や鶴巻南公園を利用するなど工夫を凝
らし対応していく予定です。

25
新施設の整備
に対する意見

早稲田南町保
育園分園

鶴巻南公園を使用するにあたり、早稲田南
町保育園分園の園庭での活動が具体的に
どの程度引き継がれるのか。

D
今後の取組の
参考とする

弁天町保育園仮園舎の敷地を拡張し、庭園
などを確保することができません。そのた
め、これまでと同じ活動を行うことはできま
せんが、園舎の屋上や鶴巻南公園を利用す
るなど工夫を凝らし対応していく予定です。

26
新施設の整備
に対する意見

早稲田南町保
育園分園

移転後もこれまでと極力同様の園生活が送
れるよう、活動プログラムや鶴巻南公園の
安全面、衛生面等に配慮してほしい。

D
今後の取組の
参考とする

移転後もこれまでと同様に園児の心身の健
全な発達を図れるよう、活動プログラムを充
実させていきます。
また、鶴巻南公園については、施設点検や
園地清掃（5回/週）、トイレ清掃（毎日）の実
施により安全面、衛生面等に配慮していま
す。
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27
新施設の整備
に対する意見

早稲田南町保
育園分園

令和７年１月の移転時期は反対である。３か
月しか通っていない思い入れのない仮園舎
で卒園することから、令和７年１月の移転時
期は反対である。牛込第二中学校に学童ク
ラブを設置するのであれば、移転時期を遅
らせることは難しいとは思えない。

D
今後の取組の
参考とする

早稲田南町保育園分園の弁天町保育園仮
園舎への移転時期については、牛込保健セ
ンター等複合施設建設工事の工期延伸期
間や、分園の在園児の影響を考慮し、再度
検討させていただきます。

28
新施設の整備
に対する意見

早稲田南町保
育園分園

鶴巻南公園の汚さの現状を理解し、保育が
できる環境を整えてほしい。

D
今後の取組の
参考とする

鶴巻南公園については、園地清掃（5回/
週）、トイレ清掃（毎日）及び除草等を適宜実
施しており、引き続き清潔な環境の保持に
努めていきます。また、公園内のごみのポイ
捨て対策については、ごみの持ち帰りなど
の啓発看板を設置しており、今後も利用者
に対して清潔な公園利用の啓発に努めてま
いります。

29
新施設の整備
に対する意見

早稲田南町保
育園分園

鶴巻南公園は割れた瓶などがあり、衛生環
境が心配である。現地調査、対策した結果
を知らせてほしい。

D
今後の取組の
参考とする

公園の広場のガラス片等については、露出
しているもの等、発見されたものは除去して
います。
今後は、園内の巡視の頻度を高め、引き続
きガラス片等の除却を行うことにより安全な
公園づくりに努めてまいります。

30
新施設の整備
に対する意見

早稲田南町保
育園分園

早稲田南町保育園分園の先生方の不安を
解消するため、区は分園とコミュニケーショ
ンを密にし、先生方が保育しやすい環境を
つくってほしい。

E 意見として伺う
運営事業者とのコミュニケーションを密に
し、早稲田南町保育園分園の先生方が保育
しやすい環境の維持に努めていきます。

31
新施設の整備
に対する意見

早稲田南町保
育園分園

令和１２年から新しい施設として早稲田南町
保育園と早稲田南町保育園分園を統合する
ことになった場合、現在分園の運営事業者
の保育士はどうなるのか教えてほしい。

E 意見として伺う

新園の運営は新たに選定された事業者が
行うこととなります。現在の分園の運営事業
者から変更となり保育士が変わる場合もあ
りますが、円滑な引継ぎを行い、児童にとっ
てストレスが最小限ですむよう、区としても
運営事業者とも連携しながら、対応してまい
ります。

32
新施設の整備
に対する意見

早稲田南町保
育園分園

幼稚園や子ども園への転園を考えたいの
で、早めに見学等を行いたい。

D
今後の取組の
参考とする

牛込保健センター等複合施設建設工事の
工期延伸の影響により、早稲田南町保育園
分園の移転時期は未定です。そのため方針
が決定した場合は、弁天町保育園仮園舎の
見学会は、弁天町保育園の運営状況を確
認の上、実施する予定です。

33
新施設の整備
に対する意見

地域ささえあ
い館

新施設ではお風呂が廃止となっており、災
害等が起きた時などに対応するため、お風
呂を整備してほしい。

E 意見として伺う

地域交流館のお風呂は、ふれあいの場とし
て設置しているものです。
今後は、地域交流館から地域ささえあい館
に機能転換することに伴いお風呂を廃止し、
その部分については、地域支え合い活動を
行う場所として、多目的室などに変更しま
す。

34
新施設の整備
に対する意見

地域ささえあ
い館

お風呂については、災害時などに地域に開
放してくれる障害者や高齢者のために使用
できる施設として機能を残して置いてほし
い。

E 意見として伺う

地域交流館のお風呂は、ふれあいの場とし
て設置しているものです。
今後は、地域交流館から地域ささえあい館
に機能転換することに伴いお風呂を廃止し、
その部分については、地域支え合い活動を
行う場所として、多目的室などに変更しま
す。
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35
新施設の整備
に対する意見

地域ささえあ
い館

地域ささえあい館に機能転換したあと、お風
呂がなくなっているが必要でないか。

E 意見として伺う

地域支え合い活動を推進するため、お風呂
を廃止し、地域支え合い活動に必要な機能
として調理室、活動室、談話室、娯楽室、多
目的ホールなどを増やし、高齢者の方が交
流できるスペースを充実させていきます。

36
新施設の整備
に対する意見

地域ささえあ
い館

地域ささえあい館は、災害時には一時避難
所になることが想定されるためシャワーの設
置を要望する。

D
今後の取組の
参考とする

早稲田南町児童館等複合施設新施設及び
現施設活用方針について今後決定した後、
設計段階において検討させていただきま
す。

37
新施設の整備
に対する意見

学童クラブ
令和5年11月から牛込第二中学校で学童ク
ラブ事業を実施することに反対です。
令和6年4月からの実施に変更してほしい。

D
今後の取組の
参考とする

学童クラブの定員超過が喫緊の課題となっ
ており、実施場所を拡大し、少しでも早く現
在の状況を改善することが必要だと考えて
おり、現在のスケジュールとしています。

38
現施設の活用
に対する意見

障害者グルー
プホーム、障
害者短期入所
及び認知症高
齢者グループ

ホーム

現施設の運用開始までの全体スケジュール
及び概要の住民説明時期はいつになるの
か。

F
質問に回答す
る

現施設の跡地に、民設民営による障害者グ
ループホーム、障害者短期入所及び認知症
高齢者グループホームを整備する予定で
す。今回の活用方針案における全体スケ
ジュールにつきましては、牛込保健センター
等複合施設建設工事の工期延伸期間が明
らかになった段階で再度検討させていただ
きます。

39
現施設の活用
に対する意見

障害者グルー
プホーム、障
害者短期入所
及び認知症高
齢者グループ

ホーム

現施設の跡地には、障害者グループホー
ム、障害者短期入所及び認知症高齢者グ
ループホームを民設民営で整備するとなっ
ているが決定事項であるか。

F
質問に回答す
る

障害者グループホーム、障害者短期入所及
び認知症高齢者グループホームの整備及
び運営については、民間事業者の専門性を
活かすため民設民営により行うこととしてい
ます。

40
現施設の活用
に対する意見

障害者グルー
プホーム、障
害者短期入所
及び認知症高
齢者グループ

ホーム

現施設の跡地に障害者グループホーム、障
害者短期入所及び認知症高齢者グループ
ホームを民設民営で整備するまでのプロセ
ス及び事業者選定基準はどうなっているの
か。

F
質問に回答す
る

現施設の跡地活用のスケジュールにつきま
しては、牛込保健センター等複合施設建設
工事の工期延伸期間が明らかになった段階
で再度検討させていただきます。また、事業
者の選定基準についても、今後、検討して
いきます。

41
現施設の活用
に対する意見

障害者グルー
プホーム、障
害者短期入所
及び認知症高
齢者グループ

ホーム

現施設の跡地に整備される民設民営の障
害者グループホーム、障害者短期入所及び
認知症高齢者グループホームは、整備期間
中及び運用開始後の責任は事業者となる
のか。

F
質問に回答す
る

整備期間中及び運用開始後の責任に関し
ては事業者が責任を負います。
また、区は運営事業者への指導等を行いま
す。

42
現施設の活用
に対する意見

障害者グルー
プホーム、障
害者短期入所
及び認知症高
齢者グループ

ホーム

現施設跡地に民設民営で整備する高齢者
グループホームを認知症限定にしないでほ
しい。

E 意見として伺う

認知症高齢者グループホームの整備につ
いては、民有地の確保が厳しく整備が進ま
ない状況です。そのため、区有地を活用し、
介護が必要になっても住み慣れた地域で暮
らし続けられる「地域包括ケア」の推進にむ
け「地域密着型サービス」である認知症高齢
者グループホームを整備します。

43
現施設の活用
に対する意見

障害者グルー
プホーム、障
害者短期入所
及び認知症高
齢者グループ

ホーム

現施設跡地は、ノーマライゼーションの拠点
とすべく、グループホームは地域に開かれ
た存在にしてほしい。

E 意見として伺う

現施設の跡地に、民設民営により整備する
障害者グループホーム、障害者短期入所及
び認知症高齢者グループホームの施設の
詳細については、事業者を選定する際に考
慮します。
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別紙２

No 大区分 小区分 意見要旨 区の考え方対応

早稲田南町児童館等複合施設新施設及び現施設活用方針案　意見募集結果

44
現施設の活用
に対する意見

障害者グルー
プホーム、障
害者短期入所
及び認知症高
齢者グループ

ホーム

現施設跡地は、障害者グループホーム短期
入所は日中サービス支援型、さらに生活自
立訓練としての機能を強化してほしい。

D
今後の取組の
参考とする

現施設の跡地に、民設民営により整備する
障害者グループホーム、障害者短期入所及
び認知症高齢者グループホームの施設の
詳細については、事業者を選定する際に考
慮します。

45
現施設の活用
に対する意見

障害者グルー
プホーム、障
害者短期入所
及び認知症高
齢者グループ

ホーム

現施設跡地は、障害者が地域で暮らす拠点
とすべく多機能拠点整備型にしてほしい。

D
今後の取組の
参考とする

現施設の跡地に、民設民営により整備する
障害者グループホーム、障害者短期入所及
び認知症高齢者グループホームの施設の
詳細については、事業者を選定する際に考
慮します。

46
現施設の活用
に対する意見

障害者グルー
プホーム、障
害者短期入所
及び認知症高
齢者グループ

ホーム

現施設跡地に整備予定の障害者グループ
ホーム、障害者短期入所及び認知症高齢
者グループホームには広いお風呂を希望す
る。また、個室は防音性の配慮をしてほし
い。

D
今後の取組の
参考とする

現施設の跡地に、民設民営により整備する
障害者グループホーム、障害者短期入所及
び認知症高齢者グループホームの施設の
詳細については、事業者を選定する際に考
慮します。

47
現施設の活用
に対する意見

障害者グルー
プホーム、障
害者短期入所
及び認知症高
齢者グループ

ホーム

現施設の敷地西側スペースは地域住民の
通り抜け通路となっているので残してほし
い。

D
今後の取組の
参考とする

現施設の跡地に、民設民営により整備する
障害者グループホーム、障害者短期入所及
び認知症高齢者グループホームの施設の
詳細については、事業者を選定する際に考
慮します。

48
現施設の活用
に対する意見

障害者グルー
プホーム、障
害者短期入所
及び認知症高
齢者グループ

ホーム

現施設の前面道路は道幅が狭く、外苑東通
りから早稲田通りに抜ける車も頻繁に通る
ため、新しい施設は敷地内に送迎用駐車ス
ペースを確保する等、通学する小学生等の
安全確保に努めた計画としてほしい。

D
今後の取組の
参考とする

現施設の跡地に、民設民営により整備する
障害者グループホーム、障害者短期入所及
び認知症高齢者グループホームの施設の
詳細については、事業者を選定する際に考
慮します。
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新早稲田南町児童館等複合施設 

保育課 

 

 

私立保育園 

 

１ 事業の概要 

（１）主な施設  ０～５歳児各保育室、遊戯室、沐浴室、授乳室、洗濯室、児童用トイ

レ、調理室、事務室、職員用トイレ 

 

（２）事業規模  私立保育園  

          

クラス ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 合計 

現･早稲田南町保育園 定員 9 10 14 15 15 15 78 

現･早稲田南町保育園分園定員 18 20 24 27 27 27 143 

新施設 想定児童数 27 30 30 30 30 30 177 

     

（３）運営主体  民間事業者等 

 

２ 計画趣旨 

  現状の早稲田南町保育園は、昭和４７年度建設であり、築５０年以上が経過し、老朽

化が進んでいる。 

  現状の早稲田南町保育園及び分園は、利便性の高い地域にあることや、両園とも一定

の園庭等が確保されていることもあって、入所率が高い。従って今回の建て替え後も、

地域で継続的に保育ニーズが見込まれることから、引続き園庭や配慮を要する子どもの

ためのスペース確保を視野に入れた保育園として、１～３階部分を整備する。 

  なお、建替え後の運営については、新宿区公共施設等総合管理計画における保育園の

考え方に則り、多様な保育サービスへの対応の一環として、民営化による私立保育園を

設置することにより、「子育てしやすいまち」の実現に寄与する。 

 

３ 施設の需要予測 

  新宿自治創造研究所の人口推計によれば、榎町地域或いは区全体においても、０～５

歳児の未就学児の人口数は令和２年度がピークに緩やかに減少しており、令和７年度か

ら横ばいで推移することが見込まれる。 

  本園を中心とした半径 500ｍ以内の地域における保育定員の供給量は将来的にも需要

量を上回っており、既存の保育施設等で長期的に地域の保育ニーズには十分対応できる

見込みである。 

  需要予測に基づく定員設定の考え方として、地域における０～１歳児定員は需給がマ

ッチしており、空きがないことから、既設園の定員数と同等とする。 

今後も新宿区子ども・子育て支援事業計画（第三期）に基づき、保育需要を的確に捉

え、より適正な定員設定を検討していく。 

 

 

 

 

別紙２ 
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新早稲田南町児童館等複合施設 

地域包括ケア推進課 

 

 

（仮称）早稲田南町地域ささえあい館（ささえーる早稲田南町） 

 

１ 事業の概要 

（１）主な施設 調理室､活動室､談話室､娯楽室､多機能ホール､事務室､トイレ等 

（２）事業利用対象者 

① 新宿区の区域内に住所を有する６０歳以上の者 

② 障害のある者 

③ ①及び②に掲げる者を構成員の全部又は一部とする団体 

④ 地域支え合い活動を行うもの 

⑤ ④に掲げるもののほか、①及び②に掲げる者を対象とした健康及び福祉の増進

に向けた活動を行うもの 

⑥ その他区長が適当と認めるもの 

（３）事業内容 

   地域支え合い活動の拠点とするとともに、高齢者及び障害者が住み慣れた地域にお

いて暮らしやすい地域社会を形成することにより、高齢者及び障害者の健康と福祉の

増進を図ることを目的として次の事業を実施する。 

① 地域支え合い活動に関すること。 

② 地域支え合い活動を行う個人及び団体の育成、支援及び連携に関すること。 

③ 地域支え合い活動に関する情報の収集及び発信並びに普及啓発に関すること。 

④ 高齢者又は障害者を対象として行われる、介護予防に資する活動、体力の向上

を目的とした活動、文化活動その他の健康及び福祉の増進に向けた活動に関する

こと。 

⑤ その他区長が必要と認める事業 

（４）運営方法 

   （仮称）早稲田南町地域ささえあい館の管理は、指定管理者に行わせるものとする。 

 ２ 計画趣旨 

早稲田南町地域交流館を廃止し、（仮称）早稲田南町地域ささえあい館を設置すると

ともに、高齢者及び障害者が住み慣れた地域で暮らしやすい地域社会を形成できるよ

う、高齢者及び障害者の自立を支援し多世代が互いに支え合う「地域支え合い活動」

の担い手を育成・支援する。 

 ３ 施設の需要予測 

   現在区内には、高齢者等の支援を目的とする「地域支え合い活動」を行う高齢者等

支援団体が５３団体（令和７年８月末）立ち上がり、高齢者自身も活動の担い手とな

って薬王寺地域ささえあい館、ささえーる中落合、各シニア活動館を拠点に活動を行

っている。今後はこれまで以上に「地域支え合い活動」を推進していくことが重要と

なるため、活動の担い手の育成・支援へのニーズとともに、団体等の活動場所につい

ても更なる需要増が見込まれる。 
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新早稲田南町児童館等複合施設 

子育て支援課 

 

 

児童館 

 

１ 事業の概要 

（１）主な施設  遊戯室、集会室、図書室、音楽室、中高生室、乳幼児室 

         トイレ、事務室、倉庫 

 

（２）事業利用対象者 

  ①区内に住所を有する児童 

②区内に存する学校に在学し、又は区内に存する事務所若しくは事業所に勤務する

児童 

 ③上記①②の児童の保護者 

 

（３）運営主体  民間事業者等（指定管理者） 

 

 

２ 計画趣旨 

現在の早稲田南町児童館は、学童クラブを含め約４００㎡と中規模の児童館である。

学童クラブ需要が高いこともあり、児童館としての機能を行う部屋の広さは充分とは言

えない現状となっている(遊戯室の一角を集会室として運用している)。学童クラブ児童

がいる時間帯には、学童クラブスペースを確保する必要があることから、児童館として

来館する利用者の利用時間に対し制限を行わざるを得ない状況にあるため、純粋な児童

館利用者の受け入れが難しい状況になっている。 

新たな建物で、学童クラブと児童館部分を明確に区分けすることで、両事業の独立性

を確保できる。 

また、現早稲田南町児童館は中高生室がないが、児童館は０歳から１８歳までの児童

を対象とした施設であり、年齢に応じた環境設定やスペースを確保することにより、そ

れぞれの年齢の発達に応じた育ちを支える取組を推進する。 

 

 

３ 施設の需要予測 

 近隣に早稲田小学校と牛込第二中学校があることから、新たな建物と魅力的な運営を

行うことで、高い需要が見込まれる。特に、新たに専用の中高生室を開設することで、

中高生の居場所が明確になるため、これまで利用数が少数だった中学生の需要増が想定

できる。 

また、乳幼児親子の活動場所は現在限られた広さのスペースとなっているが、新たに

乳幼児専用室を設けることにより、新たな利用層を児童館に呼び込むことができ、需要

増が想定できる。 
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新早稲田南町児童館等複合施設 

子育て支援課 

 

 

学童クラブ 

 

１ 事業の概要 

（１）主な施設  育成室、事務室、休養室、トイレ 

（２）事業規模  登録児童数１６０名（４０名×４室 １室７０㎡） 

（３）運営主体  民間事業者等（指定管理者） 

 

 

２ 計画趣旨 

区は学童クラブ要件を満たす 1年生から 3年生までを、定員を超えても全員受け入 

れており、当該学童クラブにおける定員超過は、平成 17年度から継続し、令和５年４月

には定員の約３倍の登録があった。その対応として、令和５年 11月からは近隣の牛込第

二中学校を活用し、定員 60名を増やして合計 100名の定員とした。 

令和 7年 4月 1日現在、定員 100名に対し 119名の登録児童数を受け入れ、２拠点で

の運営を行っている。 

 

３ 施設の需要予測 

 早稲田南町学童クラブは、早稲田小学校児童が主たる登録児童である。今後、早稲田

小学校の児童数は緩やかに減少することが予想されているが、区全体として学童クラブ

の需要が増加していることから、今後の需要は現在と同等程度となることが想定できる。 
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新早稲田南町児童館等複合施設 

子育て支援課 

 

児童発達支援センター「あいあい」 

 

１ 事業の概要 

（１）主な施設  育成室、指導訓練室、屋内水遊び場、相談室、調理室、トイレ、 

一時保育室、医務室、職員室 他 

（２）事業規模  児童発達支援センターとしての機能（令和 7年度開始） 

         ①幅広い高度な専門性に基づく発達支援・家族支援機能 

          ・児童発達支援・保育所等訪問支援・ペアレントメンター事業 

          ・障害幼児一時保育  

         ②地域の障害児通所支援事業所に対するスーパーバイズ・ 

コンサルテーションーション 

          ・民間事業所（児童発達支援 放課後デイサービス、保育所等訪問 

支援）との連携の他、専門職による助言等を行っている。 

③地域のインクルージョン推進 

 ・保育所等訪問支援事業 

・未就学児が在籍する保育所等他、学童クラブの児童について、 

施設職員からの相談対応、助言等を行っている。 

          ・障害等への理解推進（区民向け講座） 

④地域の発達支援に関する「相談の入口」としての機能 

・発達相談 0歳から 18歳までの電話相談、来所相談（発達検査）  

・障害児相談支援事業（計画相談） 

         

（３）運営主体  区直営 

 

２ 計画趣旨   

  児童発達支援センター 愛称「あいあい」を子ども総合センターから移転させ、その

専門性を生かし、児童発達支援や保育所等訪問支援の提供を行う他、関係機関と連携し

た児童と保護者の支援、地域の障害児通所支援事業所に対するスーパーバイズ・コンサ

ルテーションを担う施設として整備する。また、保育園、児童館、学童クラブが併設さ

れることから、発達に心配のある子どもの発達相談を保護者も児童も気軽に相談できる

環境となるため、更なる支援の充実を図っていく。 

 

３ 施設の需要予測 

（１）障害児の発達支援の入口としての相談機能充実の必要性 

   過去 5年間の各年度における発達相談対応件数は、令和 2年度 1158件、令和 3年度

1260件 令和 4年 1466件、令和 5年 1,455件、令和 6年 1,329件となっており、未

就学児童が減少している状況においても、大幅に減少することはない。また、「あいあ

い」は 18歳までの発達に関する相談を受ける機関になっているが、主に未就学児を対

象に運営していることもあり、学齢時については関係機関に繋いでいた経緯がある。

令和 7年度 4月より、児童発達支援センターとして、地域の中核的な役割を担う施設

として機能拡充した。これにより、就学後の発達や生活技術の取得・向上に対する相

談需要も徐々に高まり、必要に応じて発達検査を行い、18歳まで相談できる機関とし
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て、学齢児への相談に対応しているところである。 

（２） 発達支援（直接支援の必要性）、民間事業所との連携 

   児童発達支援を希望する保護者が年々増加しているが、対応する民間事業所も増え

てきていることから、主に困難性の高いケースについて「あいあい」が対応し、それ

以外のケースは民間事業所に繋いでいくなど、民間事業者との連携を図っていく。 

一方では、医療的ケアを必要とする児童を受け入れる民間事業も数か所開設され、

送迎や保護者分離での発達支援を提供している事業所を希望する保護者に対しても 

  ニーズによっては、民間事業所の利用も案内している。 

このことにより、「あいあい」での直接的な発達支援の利用登録件数の減少が見込

まれるため、学齢期の児童の相談対応枠や環境等をさらに充実させていく。 

また、保護者の就労状況や未就学児の全員通園制度等、子どもを取り巻く環境の変

化から、年齢の小さな時期に保護者と分離となる機会が増えていくとも想定される。  

これについては、「あいあい」の特色でもある保護者と同伴の通所形態「親子通所」

を継続し、子どもの発達に心配や不安を感じている保護者が通所活動の場を通じて、

子どもの対応の仕方等を知る事と併せて、子育ての手応えや実感を得られるような支

援を行っていく。 

（３）障害幼児一時保育の需要増 

   今後も、一般の子育て支援を利用しにくい特性のある子を育てる保護者のレスパイ

トとして、保護者支援を行っていく。 
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現早稲田南町児童館等複合施設 

障害者福祉課 

 

障害者グループホーム及び障害者短期入所 

 

 

１ 事業の概要 

（１）主な施設  障害者グループホーム 

居室８～１０室程度、居間・食堂（交流室）、風呂、トイレ、 

洗面所、台所等 

障害者短期入所 

居室２～３室、風呂、トイレ、洗面所 

（２）事業規模  障害者グループホーム（定員８～１０名予定） 

         障害者短期入所（定員２～３名予定） 

（３）運営主体  社会福祉法人等 

 

 

２ 計画趣旨 

  区内の知的障害者グループホーム及び身体障害者福祉ホームは、大半が満床となって

おり新規の受入れが困難な状況である。一方で、民有地を活用したグループホームの整

備は、地価が高く用地を確保することが困難であるため、整備が進まないのが現状であ

る。このため、区有地を活用した障害者グループホーム等の整備を行う。 

 

 

３ 施設の需要予測 

知的障害者グループホームの入居率は、令和７年９月末時点で、区内１３施設のうち

８施設が１００％となっており、区内全体でも９０％を超えている。また、身体障害者

福祉ホームについては、区内に整備されている２施設が、ともに１００％の入居率であ

り、引き続き高い需要が見込まれる。 
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現早稲田南町児童館等複合施設 

介護保険課 

 

 

認知症高齢者グループホーム 

 

１ 事業の概要 

（１）主な施設  居室(個室)×９室×２ユニット、居間、食堂、台所、浴室、トイレ、

消火設備、非常災害に際して必要な設備、その他利用者が日常生活を

営む上で必要な設備等 

（２）事業規模  認知症高齢者グループホーム（定員１８名予定） 

（３）運営主体  社会福祉法人等 

 

 

２ 計画趣旨 

  認知症高齢者グループホームについては令和７年６月に払方町国有地を活用した施設

（定員１８名）が開設したが、第９期介護保険事業計画に位置付けている民有地２所の

整備計画については未定となっている。 

このため、介護が必要になっても住み慣れた地域で暮らし続けられる「地域包括ケア」

の推進にむけ「地域密着型サービス」である認知症高齢者グループホームを整備する。

本計画は民設民営により行い、民間事業者が行う施設整備の経費を一部補助することに

より整備を推進する。 

 

 

３ 施設の需要予測 

認知症高齢者グループホームは現在区内に１３施設２１６床整備されている。令和７

年６月に開設された払方町国有地の施設を除いた１２施設については、６月末時点で９

４．４％の利用状況となっている。今後、区内高齢者人口が増加し、高齢化率も高まる

ことが予測されている。以上のことから、本施設利用の需要は高いと見込んでいる。 
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令和５年度施設活用検討会報告書 

 
 

 

 

 

早稲田南町児童館等複合施設新施設及び現施設活用方針（案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和５年４月 

 

 

 

 

新宿区施設活用検討会 
 

 

 

 

別紙３ 
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「新宿区施設活用検討会」（以下「施設活用検討会」という。）における検討状況につ

いて報告する。 

 

 

１ 施設活用検討会の設置及び目的 

施設活用検討会は、区が保有する施設等の適正な管理、有効な活用を調査・検討を

行うため設置された。 

 

２ 検討対象等 

（１）検討対象 

早稲田南町児童館等複合施設新施設及び現施設 

 

（２）計画地の概要 

ア 新早稲田南町児童館等複合施設（以下、「新施設」という。） 

① 所在地   新宿区早稲田南町３６番地 

② 面 積   敷地面積 １，７２８㎡ 

③ 用途地域等 

 近隣商業地域         建ぺい率８０％ 容積率４００％ 

敷地面積 １，１３８．０８㎡ 

第一種中高層住居専用地域   建ぺい率６０％ 容積率３００％ 

                     敷地面積   ５８９．９２㎡ 

 

イ 現早稲田南町児童館等複合施設（以下、「現施設」という。） 

    ① 所在地   新宿区早稲田南町４９番地、５０番地 

    ② 面 積   敷地面積 １，０４９㎡ 

            延床面積 １，９４８㎡ 

    ③ 用途地域等 

第一種中高層住居専用地域   建ぺい率６０％ 容積率３００％ 

 

（３）施設マネジメント方針等 

ア 公共施設等総合管理計画では、以下の基本方針が示されている。 

●基本方針 

（１）児童館 

    行政需要に応じた施設の特色の検討、民営化の検討も行いながら

維持していく。 
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（２）地域交流館 

老朽化が進んでいる施設が多いため、施設の大規模な改修・建替え

に際しては、民間によるサービス供給の状況を勘案しながら施設

の統廃合を検討する。また、地域拠点施設としての更新にあたって

は「多世代交流」や「健康づくり」等を促進するための機能充実を

原則とする。 

（３）保育園 

   新設・建替えの際に、引き続き民営化による私立保育園・子ども園

の設置を基本とする。 

 

イ 第二次実行計画では、区有施設のマネジメントについて、以下のとおり示されて

いる。 

●計画事業名 

「区有施設のマネジメント」 

 「新宿区公共施設等総合管理計画」に基づき、区有施設の更新・統廃

合・複合化などを計画的に行い、区有施設のマネジメントの強化を図り

ます。 

 

（４）検討の経緯 

早稲田南町児童館等複合施設は、保育園、地域交流館、児童館及び学童クラブ

の機能を有している。この施設は、昭和４７年度に建築されてから、築５０年以

上経過しており、設備の老朽化に伴い大規模な修繕工事を行う必要がある。 

こうした中、早稲田南町学童クラブは定員超過の状況が続き、令和４年４月１

日時点の登録者数が１１１名で、定員４０名の約３倍となっており、事業実施場

所の確保が喫緊の課題となっている。同複合施設の旧住宅部分については、設備

が老朽化していることや、２方向避難経路の確保ができないなどの課題があり、

改修して学童クラブスペースを確保することが困難である。また、現行施設を建

替えた場合、延床面積は１，０４１㎡となり、現在の１，９４８㎡と比較し約９

００㎡少ない面積しか確保することができないため、現行の機能を維持すること

ができない。 

こうしたことから、暫定活用となっている早稲田南町保育園分園の敷地を活用

し、新宿区公共施設等総合管理計画における各施設の基本方針を踏まえるととも

に、将来ニーズの変化に柔軟に対応したサービスを提供する新たな施設を園庭に

建設（現園舎は、園庭に変更）する方向で検討することとした。施設活用検討会

で、早稲田南町児童館等複合施設の新施設及び現行施設の活用について、行政需

要や地域需要を踏まえ、各部の活用希望について確認し、具体的な活用方針の検

討を進めることとなり、その検討を行う「早稲田南町児童館等複合施設新施設及

び現施設活用検討分科会」を設置した。 
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３ 検討体制 

新宿区立早稲田南町児童館等複合施設新施設及び現施設の活用について、具体的

な検討を行うために設置した「新宿区立早稲田南町児童館等複合施設新施設及び現

施設活用検討分科会」において検討を進めた。 

 

４ 分科会検討結果の概要 

新宿区立早稲田南町児童館等複合施設新施設及び現施設活用検討分科会から、資料

１のとおり検討結果について報告があった。検討結果の概要は以下のとおりである。 

 

【新宿区立早稲田南町児童館等複合施設新施設及び現施設活用検討結果概要】 

（１）活用方針（案） 

ア 新施設 

安心できる子育て環境の整備として保育園、児童館、学童クラブ及び発達支

援コーナー「あいあい」を整備するとともに、高齢者が住み慣れた地域で暮ら

し続けられ、高齢者の健康及び福祉の増進を図るため地域ささえあい館を整備

する。 

 

イ 現施設 

障害者の地域での生活を支援するとともに、要介護状態になっても住み慣れ

た地域で暮らし続けられるように民設民営の障害者グループホーム、障害者短

期入所及び認知症高齢者グループホームを整備する。 

 

（２）新施設整備の概要 

  ア 私立保育園 

早稲田南町保育園及び分園は、至近に私立の認可保育園等がない地域にあた

り、また両園とも一定の園庭等が確保されていることから入所率も高い。ま

た、この地域では継続的な保育ニーズが見込まれることから、引き続き園庭を

有する保育園を整備する。なお、新施設に整備する保育園は、公共施設等総合

管理計画の基本方針に基づき、民営化による私立保育園とする。 

 

イ 地域ささえあい館 

     施設の建替えにより早稲田南町地域交流館から、（仮称）早稲田南町地域ささ

えあい館に機能転換し、高齢者及び障害者が住み慣れた地域で暮らしやすい地

域社会を形成できるよう、高齢者及び障害者の自立を支援し多世代が互いに支

え合う「地域支え合い活動」の担い手を育成・支援する。なお、早稲田南町地

域交流館に、これまでふれあいの場として設置した風呂については、介護予防

に資する活動、体力の向上を目的とした活動、多世代が互いに支え合う「地域

支え合い活動」の場として機能を充実させるため機能転換する。 
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  ウ 児童館 

     現在の早稲田南町児童館は、学童クラブを含め約４００㎡と中規模の児童館

であるが、学童クラブ需要が高いことから、児童館としての機能を行う部屋の

広さが不足するなどの課題があり、新施設を建設し現在より広いスペースを確

保することで児童館としての機能を果たしていく。 

 

エ 学童クラブ 

     令和４年４月１日現在、早稲田南町学童クラブは定員４０名に対し約３倍と

なる１１１名の登録児童数を受け入れている状況であり、学童クラブスペース

が不足しており、そのスペースの確保が喫緊の課題となっている。そのため、

新施設を建設し現在より広いスペースを確保することで学童クラブとしての機

能を果たしていく。 

   

オ 発達支援コーナー「あいあい」 

     児童発達支援事業所である「あいあい」を子ども総合センターから移転さ

せ、地域の障害児支援として、相談機能の充実、療育の提供、関係機関と連携

した児童と保護者の支援、地域の障害児通所支援事業所に対する支援を行う。 

 

（３）現施設活用の概要 

  ア 障害者グループホーム及び障害者短期入所 

     区内の知的障害者グループホーム及び身体障害者福祉ホームは、大半が満床

となっており新規の受入れが困難な状況である。一方で、民有地を活用したグ

ループホームの整備は、地価が高く用地を確保することが困難であるため、整

備が進まないのが現状である。このため、区有地を活用した障害者グループホ

ーム等の整備を行う。 

 

 イ 認知症高齢者グループホーム 

民有地を活用した認知症高齢者グループホームの整備については、民有地の

確保が厳しく整備が進まない状況である。そのため、区有地を活用し、介護が

必要になっても住み慣れた地域で暮らし続けられる「地域包括ケア」の推進に

むけ「地域密着型サービス」である認知症高齢者グループホームを整備する。 

 

５ 施設活用検討会審議結果 

施設活用検討会では分科会の検討結果について審議した結果、新宿区立早稲田南町

児童館等複合施設新施設及び現施設活用検討分科会の検討結果を活用方針（案）とし

て了承することとした。 

今後は、この施設活用方針（案）を現新宿区立早稲田南町児童館等複合施設の利用

者、榎町地区町会連合会等、障害者団体、高齢者団体及び地域住民に説明し、地域の
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要望を踏まえたうえで、区の最終的な活用方針を決定していくこととする。 

 

 

 

 

 

 

早稲田南町児童館等複合施設新施設及び現施設 位置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現早稲田南町児童館等複合施設 

新早稲田南町児童館等複合施設 
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        令 和 ５ 年 ４ 月 １ ４ 日 

早稲田南町児童館等複合施設 

新施設及び現施設活用検討分科会 

 

 

早稲田南町児童館等複合施設新施設及び現施設活用について（報告） 

 

 

 早稲田南町児童館等複合施設新施設及び現施設活用検討分科会における検討結果について、次

のとおり新宿区施設活用検討会に報告する。 

 

１ 計画地の概要 

（１）新早稲田南町児童館等複合施設（以下、「新施設」という。） 

① 所在地   新宿区早稲田南町３６番地 

② 面 積   敷地面積 １，７２８㎡ 

③ 用途地域等 近隣商業地域        建ぺい率８０％ 容積率４００％ 

敷地面積 １，１３８．０８㎡ 

第一種中高層住居専用地域  建ぺい率６０％ 容積率３００％ 

              敷地面積    ５８９．９２㎡ 

    

（２）現早稲田南町児童館等複合施設（以下、「現施設」という。） 

  ① 所在地   新宿区早稲田南町４９番地、５０番地 

  ② 面 積   敷地面積 １，０４９㎡ 

          延床面積 １，９４８㎡ 

  ③ 用途地域等 第一種中高層住居専用地域  建ぺい率６０％ 容積率３００％ 

 

２ 検討経緯 

  早稲田南町児童館等複合施設は、保育園、地域交流館、児童館及び学童クラブの機能を有し

ている。この施設は、昭和４７年度に建築されてから、築５０年以上経過しており、設備の老

朽化に伴い大規模な修繕工事を行う必要がある。 

こうした中、早稲田南町学童クラブは定員超過の状況が続き、令和４年４月１日時点の登録

者数が１１１名で、定員４０名の約３倍となっており、事業実施場所の確保が喫緊の課題とな

っている。同複合施設の旧住宅部分については、設備が老朽化していることや、２方向避難経

路の確保ができないなどの課題があり、改修して学童クラブスペースを確保することが困難で

ある。また、現行施設を建替えた場合、延床面積は１，０４１㎡となり、現在の１，９４８㎡

と比較し約９００㎡少ない面積しか確保することができないため、現行の機能を維持すること

ができない。 

こうしたことから、暫定活用となっている早稲田南町保育園分園の敷地を活用し、新宿区公

共施設等総合管理計画における各施設の基本方針を踏まえるとともに、将来ニーズの変化に柔

軟に対応したサービスを提供する新たな施設を園庭に建設（現園舎は、園庭に変更）する方向

で検討することとした。施設活用検討会で、早稲田南町児童館等複合施設の新施設及び現行施

設の活用について、行政需要や地域需要を踏まえ、各部の活用希望について確認し、具体的な

活用方針の検討を進めることとなり、その検討を行う「早稲田南町児童館等複合施設新施設及

び現施設活用検討分科会」が設置された。 

資料１ 
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３ 分科会における検討結果 

（１）活用方針（案） 

① 新施設 

安心できる子育て環境の整備として保育園、児童館、学童クラブ及び発達支援コーナー

「あいあい」を整備するとともに、高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けられ、高齢者の

健康及び福祉の増進を図るため地域ささえあい館を整備する。 

② 現施設 

障害者の地域での生活を支援するとともに、要介護状態になっても住み慣れた地域で暮

らし続けられるように民設民営の障害者グループホーム、障害者短期入所及び認知症高齢

者グループホームを整備する。 

 

（２）新施設整備の概要 

  ① 私立保育園 

早稲田南町保育園及び分園は、至近に私立の認可保育園等がない地域にあたり、また両園

とも一定の園庭等が確保されていることから入所率も高い。また、この地域では継続的な保

育ニーズが見込まれることから、引き続き園庭を有する保育園を整備する。なお、新施設に

整備する保育園は、公共施設等総合管理計画の基本方針に基づき、民営化による私立保育園

とする。 

② 地域ささえあい館 

    施設の建替えにより早稲田南町地域交流館から、（仮称）早稲田南町地域ささえあい館に

機能転換し、高齢者及び障害者が住み慣れた地域で暮らしやすい地域社会を形成できるよう、

高齢者及び障害者の自立を支援し多世代が互いに支え合う「地域支え合い活動」の担い手を

育成・支援する。なお、早稲田南町地域交流館に、これまでふれあいの場として設置した風

呂については、介護予防に資する活動、体力の向上を目的とした活動、多世代が互いに支え

合う「地域支え合い活動」の場として機能を充実させるため機能転換する。 

  

（１）児童館 

   「行政需要に応じた施設の特色の検討、民営化の検討も行いながら維持していく。」 

（２）地域交流館 

「老朽化が進んでいる施設が多いため、施設の大規模な改修・建替えに際しては、 

民間によるサービス供給の状況を勘案しながら施設の統廃合を検討する。また、 

地域拠点施設としての更新にあたっては「多世代交流」や「健康づくり」等を促進 

するための機能充実を原則とする。」 

（３）保育園 

   「新設・建替えの際に、引き続き民営化による私立保育園・子ども園の設置を基本 

とする。」 

新宿区公共施設等総合管理計画における各施設の基本方針 
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  ③ 児童館 

    現在の早稲田南町児童館は、学童クラブを含め約４００㎡と中規模の児童館であるが、学

童クラブ需要が高いことから、児童館としての機能を行う部屋の広さが不足するなどの課題

があり、新施設を建設し現在より広いスペースを確保することで児童館としての機能を果た

していく。 

④ 学童クラブ 

    令和４年４月１日現在、早稲田南町学童クラブは定員４０名に対し約３倍となる１１１名

の登録児童数を受け入れている状況であり、学童クラブスペースが不足しており、そのスペ

ースの確保が喫緊の課題となっている。そのため、新施設を建設し現在より広いスペースを

確保することで学童クラブとしての機能を果たしていく。 

  ⑤ 発達支援コーナー「あいあい」 

    児童発達支援事業所である「あいあい」を子ども総合センターから移転させ、地域の障害

児支援として、相談機能の充実、療育の提供、関係機関と連携した児童と保護者の支援、地

域の障害児通所支援事業所に対する支援を行う。 

 

 

（３）現施設活用の概要 

  ① 障害者グループホーム及び障害者短期入所 

    区内の知的障害者グループホーム及び身体障害者福祉ホームは、大半が満床となっており

新規の受入れが困難な状況である。一方で、民有地を活用したグループホームの整備は、地

価が高く用地を確保することが困難であるため、整備が進まないのが現状である。このため、

区有地を活用した障害者グループホーム等の整備を行う。 

 

  ② 認知症高齢者グループホーム 

民有地を活用した認知症高齢者グループホームの整備については、民有地の確保が厳しく

整備が進まない状況である。そのため、区有地を活用し、介護が必要になっても住み慣れた

地域で暮らし続けられる「地域包括ケア」の推進にむけ「地域密着型サービス」である認知

症高齢者グループホームを整備する。 

 

 

（４）各施設の概要 

  別紙のとおり 
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新早稲田南町児童館等複合施設 

保育課 

 

 

私立保育園 

 

１ 事業の概要 

（１）主な施設  ０～５歳児各保育室、遊戯室、沐浴室、授乳室、洗濯室、児童用トイ

レ、調理室、事務室、職員用トイレ 

 

（２）事業規模  私立保育園  

          

クラス ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 合計 

現･早稲田南町保育園 定員 9 10 14 15 15 15 78 

現･早稲田南町保育園分園定員 18 20 24 27 27 27 143 

新施設 想定児童数 27 30 34 42 42 42 217 

     

（３）運営主体  民間事業者等 

 

２ 計画趣旨 

  現状の早稲田南町保育園は、昭和４７年度建設であり、築５０年以上が経過し、老朽

化が進んでいる。 

  現状の早稲田南町保育園及び分園は、至近に私立の認可保育園等がない地域にあたり、

また両園とも一定の園庭等が確保されていることもあって、入所率も高い。従って今回

の建て替え後も、地域で継続的に保育ニーズが見込まれることから、引き続き園庭を有

する保育園として、１～３階部分を整備する。その一方、近隣には複数の幼稚園があり､

現在の利用状況を踏まえ、こども園化は行わない。 

  なお、建て替え後の運営については、新宿区公共施設等総合管理計画における保育園

の考え方に則り、多様な保育サービスへの対応の一環として、民営化による私立保育園

を設置することにより、「子育てしやすいまち」の実現に寄与する。 

 

３ 施設の需要予測 

  自治創造研究所の直近の令和１４年度までの人口推計によれば、榎町地域或いは区全

体においても、０～５歳児の未就学児の人口数は令和２年度がピークであり、その後は

微増減を繰り返しつつ、横ばいで推移することが見込まれている。  

  また、両園とも入所率が高く、昨今の各保育園の定員充足状況と比べてみたときに、

減少傾向にあるとはいえない状況である。 

  このことから、現時点では、早稲田南町保育園及び分園の合計の定員数を確保するこ

とが妥当である。ただし、今後も子ども子育て支援事業計画（第三期）の策定などを通

じて、今後も、より妥当な定員設定を考えていく。 

 

  

別紙 
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新早稲田南町児童館等複合施設 

地域包括ケア推進課 

 

 

（仮称）早稲田南町地域ささえあい館（ささえーる早稲田南町） 

 

１ 事業の概要 

（１）主な施設 調理室､活動室､談話室､娯楽室､多機能ホール､事務室､トイレ等 

（２）事業利用対象者 

① 新宿区の区域内に住所を有する６０歳以上の者 

② 障害のある者 

③ ①及び②に掲げる者を構成員の全部又は一部とする団体 

④ 地域支え合い活動を行うもの 

⑤ ④に掲げるもののほか、①及び②に掲げる者を対象とした健康及び福祉の増進

に向けた活動を行うもの 

⑥ その他区長が適当と認めるもの 

（３）事業内容 

   地域支え合い活動の拠点とするとともに、高齢者及び障害者が住み慣れた地域にお

いて暮らしやすい地域社会を形成することにより、高齢者及び障害者の健康と福祉の

増進を図ることを目的として次の事業を実施する。 

① 地域支え合い活動に関すること。 

② 地域支え合い活動を行う個人及び団体の育成、支援及び連携に関すること。 

③ 地域支え合い活動に関する情報の収集及び発信並びに普及啓発に関すること。 

④ 高齢者又は障害者を対象として行われる、介護予防に資する活動、体力の向上

を目的とした活動、文化活動その他の健康及び福祉の増進に向けた活動に関する

こと。 

⑤ その他区長が必要と認める事業 

（４）運営方法 

   早稲田南町地域ささえあい館の管理は、指定管理者に行わせるものとする。 

 ２ 計画趣旨 

早稲田南町地域交流館を廃止し、早稲田南町地域ささえあい館を設置するとともに、

高齢者及び障害者が住み慣れた地域で暮らしやすい地域社会を形成できるよう、高齢

者及び障害者の自立を支援し多世代が互いに支え合う「地域支え合い活動」の担い手

を育成・支援する。 

 ３ 施設の需要予測 

   薬王寺地域ささえあい館では現在、高齢者等の支援を目的とする「地域支え合い活

動」を行う高齢者等支援団体が２５団体（令和５年３月末）立ち上がり、高齢者自身

も活動の担い手となって館を拠点に活動を行っている。今後はこれまで以上に「地域

支え合い活動」を推進していくことが重要となるため、活動の担い手の育成・支援へ

のニーズとともに、団体等の活動場所についても更なる需要増が見込まれる。 
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新早稲田南町児童館等複合施設 

子ども家庭支援課 

 

 

児童館 

 

１ 事業の概要 

（１）主な施設  遊戯室、集会室、図書室、音楽室、中高生室、乳幼児室 

         トイレ、事務室、倉庫 

 

（２）事業利用対象者 

  ①区内に住所を有する児童 

②区内に存する学校に在学し、又は区内に存する事務所若しくは事業所に勤務する

児童 

 ③上記①②の児童の保護者 

 

（３）運営主体  民間事業者等（指定管理者） 

 

 

２ 計画趣旨 

現在の早稲田南町児童館は、学童クラブを含め約４００㎡と中規模の児童館である。

学童クラブ需要が高いこともあり、児童館としての機能を行う部屋の広さは充分とは言

えない現状となっている(遊戯室の一角を集会室として運用している)。学童クラブ児童

がいる時間帯には、学童クラブスペースを確保する必要があることから、児童館として

来館する利用者の利用時間に対し制限を行わざるを得ない状況にあるため、純粋な児童

館利用者の受け入れが難しい状況になっている。 

新たな建物で、学童クラブと児童館部分を明確に区分けすることで、両事業の独立性

を確保できる。 

また、現早稲田南町児童館は中高生室がないが、児童館は０歳から１８歳までの児童

を対象とした施設であり、年齢に応じた環境設定やスペースを確保することにより、そ

れぞれの年齢の発達に応じた育ちを支える取組みを推進する。 

 

 

３ 施設の需要予測 

 近隣に早稲田小学校と牛込第二中学校があることから、新たな建物と魅力的な運営を

行うことで、高い需要が見込まれる。特に、新たに専用の中高生室を開設することで、

中高生の居場所が明確になるため、これまで利用数が少数だった中学生の需要増が想定

できる。 

また、新たに乳幼児室を設けることにより、新たな利用層を児童館に呼び込むことが

でき、需要増が想定できる。 

 

 

 

  

45



新早稲田南町児童館等複合施設 

子ども家庭支援課 

 

 

学童クラブ 

 

１ 事業の概要 

（１）主な施設  育成室、事務室、休養室、トイレ 

（２）事業規模  登録児童数１６０名（４０名×４室 １室７０㎡） 

（３）運営主体  民間事業者等（指定管理者） 

 

 

２ 計画趣旨 

令和４年４月１日現在、早稲田南町学童クラブは、定員４０名に対し約３倍となる１

１１名の登録児童数を受け入れている。 

令和５年１１月からは、近隣の牛込第二中学校の一部を活用し、定員を６０名増やし

合計１００名とする予定であるが、この定員増を行ったとしても令和４年４月１日現在

の登録児童１１１名を満たすことができない。 

新宿区は定員を超えても学童クラブ要件を満たす１年生から３年生までを全員受け入

れており、当該学童クラブにおける定員超過での受け入れは、平成１７年度から継続し

ている。 

また、児童館の規模も現状４００㎡程度のため、児童館利用者の活動が制限されてい

る。 

 

 

３ 施設の需要予測 

 早稲田南町学童クラブは、早稲田小学校児童が主たる登録児童である。今後、早稲田

小学校の児童数の増加も予想されていることから、今後の需要は現在以上に高まること

が想定できる。 
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新早稲田南町児童館等複合施設 

子ども家庭支援課 

 

発達支援コーナー「あいあい」 

 

１ 事業の概要 

（１）主な施設  育成室、指導訓練室、水治訓練室、相談室、調理室、トイレ、 

一時保育室、医務室、職員室 他 

（２）事業規模  ①発達相談 ②障害児相談支援事業（計画相談） 

         ③児童発達支援 ④放課後等デイサービス 

         ⑤保育所等訪問支援サービス ⑥障害幼児一時保育 

 ⑦地域支援（周知、啓発、関係機関へのコンサルテーション等） 

（３）運営主体  区直営 

 

２ 計画趣旨   

  児童発達支援事業所である「あいあい」を子ども総合センターから移転させ、その専

門性を生かし、地域の障害児支援として、相談機能の充実、療育の提供、関係機関と連

携した児童と保護者の支援、地域の障害児通所支援事業所に対する支援を行う施設とし

て整備する。また、保育園、児童館、学童クラブが併設されることから、発達に心配の

ある子どもの発達相談を気軽にできる環境となるため、更なる支援の充実を図ります。 

 

３ 施設の需要予測 

（１）障害児の発達支援の入口としての相談機能充実の必要性 

   発達相談件数は、平成 30年度 1206件、令和元年度 1206件、令和 2年度 1158件、

令和 3年度 1260件となっており、結果的には横ばいであるが、障害の診断を受けてい

ない児童に対する相談需要の増加により、相談待機期間が年々伸びている。また、「あ

いあい」は 18歳までの発達に関する相談を受ける機関になっているが、主に未就学児

を対象に運営していることもあり、学齢時については関係機関に繋いでいる現状にあ

る。就学後の発達や生活技術の取得・向上に対する相談需要も高まっているため、18

歳まで相談できる機関として、学齢児への相談対応機能を充実させる必要がある。 

（２）療育（直接支援の必要性）、民間事業所との連携 

   療育を希望する保護者が年々増加しているが、対応する民間事業所も増えてきてい

ることから、主に困難性の高いケースについて「あいあい」が対応し、それ以外のケ

ースは民間事業者に繋いでいくなど、民間事業者との連携を図っていく。 

このことにより、「あいあい」での療育の対応件数の減少が見込まれるため、上記

の相談機能を充実させる。 

（３）障害幼児一時保育の需要増 

   コロナ禍以前は、平成 28年度の登録人数 87名、延べ利用回数 324回から令和元年

度の登録人数 96名、延べ利用回数 437回と年々増加していた。今後も、一般の子育て

支援を利用しにくい特性のある子を育てる保護者のレスパイトの必要性からも需要増

が見込まれる。  
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現早稲田南町児童館等複合施設 

障害者福祉課 

 

障害者グループホーム及び障害者短期入所 

 

 

１ 事業の概要 

（１）主な施設  障害者グループホーム 

居室８～１０室程度、居間・食堂（交流室）、風呂、トイレ、 

洗面所、台所等 

障害者短期入所 

居室２～３室、風呂、トイレ、洗面所 

（２）事業規模  障害者グループホーム（定員８～１０名予定） 

         障害者短期入所（定員２～３名予定） 

（３）運営主体  社会福祉法人等 

 

 

２ 計画趣旨 

  区内の知的障害者グループホーム及び身体障害者福祉ホームは、大半が満床となって

おり新規の受入れが困難な状況である。一方で、民有地を活用したグループホームの整

備は、地価が高く用地を確保することが困難であるため、整備が進まないのが現状であ

る。このため、区有地を活用した障害者グループホーム等の整備を行う。 

 

 

３ 施設の需要予測 

知的障害者グループホームの入居率は、令和５年３月末時点で、区内１１施設のうち

１０施設が１００％となっており、区内全体でも９８％を超えている。また、身体障害

者福祉ホームについては、区内に整備されている２施設が、ともに１００％の入居率で

あり、引き続き高い需要が見込まれる。 
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現早稲田南町児童館等複合施設 

介護保険課 

 

 

認知症高齢者グループホーム 

 

１ 事業の概要 

（１）主な施設  居室(個室)×９室×２ユニット、居間、食堂、台所、浴室、トイレ、

消火設備、非常災害に際して必要な設備、その他利用者が日常生活を

営む上で必要な設備等 

（２）事業規模  認知症高齢者グループホーム（定員１８名予定） 

（３）運営主体  社会福祉法人等 

 

 

２ 計画趣旨 

  認知症高齢者グループホームについては現在、払方町国有地を活用した整備（定員１

８名、令和６年度開設予定）を進めているが、第８期介護保険事業計画に位置付けてい

る民有地２所の整備計画については未定となっている。 

このため、介護が必要になっても住み慣れた地域で暮らし続けられる「地域包括ケア」

の推進にむけ「地域密着型サービス」である認知症高齢者グループホームを整備する。

本計画は民設民営により行い、民間事業者が行う施設整備の経費を一部補助することに

より整備を推進する。 

 

 

３ 施設の需要予測 

認知症高齢者グループホームは現在区内に１２施設１９８床整備されている。令和４

年１２月末時点で９２％の利用状況となっており、令和４年５月に開設した「グループ

ホーム静華庵」は満床となっている。今後、区内高齢者人口が増加し、高齢化率も高ま

ることが予測されている。以上のことから、本施設利用の需要は高いと見込んでいる。 
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